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第 ７ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

令和５年３月13日(月曜日) 

            午前９時57分開議 

午後０時26分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第33号 令和５年度熊本県一般会計予

算 

議案第37号 令和５年度熊本県立高等学校

実習資金特別会計予算 

議案第41号 令和５年度熊本県育英資金等

貸与特別会計予算 

議案第63号 熊本県立美術館条例の一部を

改正する条例の制定について 

議案第64号 熊本県こどもの読書環境整備

基金条例の制定について 

議案第65号 熊本県警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

議案第66号 熊本県暴力団排除条例及び熊

本県風俗案内業の規制に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

議案第67号 熊本県風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律施行条例の

一部を改正する条例の制定について 

議案第69号 負担付寄附の受納について 

議案第71号 権利の放棄について 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人） 

        委 員 長 大 平 雄 一 

        副委員長 池 永 幸 生 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 前 田 敬 介 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 白 石 伸 一 

教育理事 石 元 光 弘 

教育総務局長 城 内 智 昭 

県立学校教育局長 重 岡 忠 希 

市町村教育局長 古 田   亮 

教育政策課長 竹 中 千 尋 

学校人事課長 鍬 本 亮 太 

文化課長 宮 﨑 公 一 

施設課長 東   敬 二 

高校教育課長 前 田 浩 志 

特別支援教育課長 宮 本 信 高 

学校安全・安心推進課長 野 崎 康 司 

体育保健課長 平 江 公 一 

義務教育課長 藤 岡 寛 成 

社会教育課長 三 角 登志美 

人権同和教育課長 柳 田 壽 昭 

警察本部 

本部長 山 口 寛 峰 

警務部長 清 水 稔 和 

生活安全部長 髙 光 純 司 

刑事部長 開 田 哲 生 

交通部長 西 村   博 

警備部長 小 川 光一郎 

首席監察官 松 永   透 

参事官兼総務課長 田 中 弘 哉 

参事官兼警務課長 竹 口 光二郎 

参事官 

兼生活安全企画課長 田 尻 正 浩 

参事官兼刑事企画課長 井 野 新 輝 

参事官 

（組織犯罪対策） 前 田 嘉 輝 

参事官兼交通企画課長 内 田 義 朗 

参事官(運転免許） 竹 内 英 樹 

参事官兼警備第一課長 松 村 英 志 

理事官兼会計課長 合 瀨 勝 彦 
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交通規制課長 堤   信 二 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 甲 斐   博 

     政務調査課主幹 内 布 志保美 

――――――――――――――― 

  午前９時57分開議 

○大平雄一委員長 おはようございます。た

だいまから、第７回教育警察常任委員会を開

会します。 

 まず、本日の委員会に２名の傍聴の申出が

ありましたので、これを認めることとしまし

た。 

 なお、本日の委員会はインターネット中継

を行っておりますので、委員並びに執行部に

おかれましては、発言内容が聞き取りやすい

ように、マイクに向かって明瞭に発言いただ

きますようお願いします。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行います。 

 まず、付託議案等について、警察本部、教

育委員会の順に説明を求めた後に、一括して

質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔に行ってくださ

い。 

 それでは、警察本部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 初めに、山口警察本部長。 

 

○山口警察本部長 議案の説明に先立ちまし

て、一言御礼を申し上げます。 

 大平委員長をはじめ委員の皆様には、この

１年間、警察行政の各般にわたり、深い御理

解と温かい御支援をいただき、誠にありがと

うございました。 

 引き続き、御支援、御協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 それでは、今回県警察から提案しておりま

す議案等につきまして、概要を御説明いたし

ます。 

 まず、議案関係でございます。 

 議案第33号、令和５年度熊本県一般会計予

算については、県の基本方針を踏まえつつ、

喫緊の治安課題への対応と変容する社会情勢

を踏まえたＤＸや業務イノベーションの推進

に必要な事業への重点化を図り、警察費及び

災害復旧費で総額399億3,965万円余をお願い

しております。 

 特に、令和５年度は、交通安全水準の向上

に資する取組といたしまして、昨年度に引き

続き、交通安全施設の整備を進めるほか、自

転車が関与する交通事故の防止に向けた体験

型の交通安全教育を強化してまいります。 

 また、ＴＳＭＣの進出や今後の半導体関連

産業の集積を見据えて、外国人材の受入れ、

共生に向けた取組やサイバー犯罪対策と経済

安全保障の推進にも力を入れていくこととし

ます。 

 議案第65号、熊本県警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例の制

定については、警察職員の特殊勤務手当の支

給制限及び手当の額の見直し等を行うもので

あります。 

 議案第66号、熊本県暴力団排除条例及び熊

本県風俗案内業の規制に関する条例の一部を

改正する条例の制定については、博物館法の

一部改正に伴い、関係規定を整理するもので

あります。 

 議案第67号、熊本県風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律施行条例の一部

を改正する条例の制定については、風俗営業

者の遵守事項の見直し等に伴い、関係規定を

整備するものであります。 

 次に、その他報告事項についてです。 

 その他の報告事項として、総務常任委員会

で御審議をいただいております熊本県手数料

条例の一部を改正する条例の制定について及

び令和３年２月定例会で議決いただいた熊本
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県の交通安全水準のさらなる向上に関する宣

言決議の現状について報告をさせていただき

ます。 

 詳細につきましては、それぞれ担当者から

説明させますので、御審議のほどよろしくお

願いをいたします。 

 

○大平雄一委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○合瀬会計課長 会計課でございます。 

 予算関係議案につきまして御説明いたしま

す。 

 資料の説明に先立ち、まず、今回の予算に

ついての基本的な考え方でございますが、本

県の治安情勢は、これまでの治安対策によっ

て刑法犯認知件数が減少基調で推移するな

ど、一定の成果が見られるところでありま

す。一方で、高齢者交通事故や自転車が関与

する交通事故の増加、半導体関連企業の集積

に伴う定住外国人の増加と経済安全保障上の

課題、ＳＮＳ等に起因するサイバー空間の脅

威の深刻化、昨年来からの電話で「お金」詐

欺被害の急増など、様々に変容する治安情勢

に的確に対応することで、県民の安全、安心

を確保する必要がございます。 

 こういった状況を踏まえまして、令和５年

度は、喫緊の治安課題への対応のほか、限ら

れた人的リソースの有効活用に資するＤＸや

業務イノベーションの推進に必要な事業への

重点化を図り、所要の予算を要望したところ

でございます。 

 それでは、具体的な予算の内容について御

説明いたします。 

 お手元の警察本部の説明資料、付託議案関

係を御覧ください。 

 １ページをお願いいたします。 

 議案第33号、令和５年度熊本県一般会計予

算についてでございます。 

 まず、上段の公安委員会費で1,298万5,000

円を計上しておりますが、これは、公安委員

の報酬や活動旅費などの運営費でございま

す。 

 次に、下段に、警察本部費としまして313

億9,348万2,000円を計上しておりますが、資

料右側の説明欄の主な項目について御説明い

たします。 

 １の職員給与費277億1,220万3,000円は、

職員の給与や機動隊員の時間外勤務手当で、

２の退職手当９億2,939万円は、定年や自己

都合など、退職者に対する支給見込額でござ

います。 

 次に、３の警察一般管理費22億8,932万

9,000円ですが、(1)は、警察行政におけるデ

ジタル化の推進や警察庁とのシステム統合に

要する経費でございます。 

これは、ＲＰＡやチャットツールの導入に

より、定型業務の自動化、情報共有方法の合

理化を図るほか、都道府県警察において独自

に整備してきた業務システムを、警察庁が整

備する共通基盤、いわゆる警察版ガバメント

クラウドに移行するものでございます。 

(2)から(4)までは、職員の赴任旅費や警察

官の制服費、会計年度任用職員等に要する経

費でございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 (5)から(7)までは、訴訟対応や業務管理、

庁舎光熱水費等に要する経費、(8)から(11)

までは、職員の福利厚生、警察情報ネットワ

ークの管理運営、県警音楽隊などの各種広報

活動、行政文書の管理等に要する経費でござ

います。 

 次に、４の児童手当４億6,256万円は、職

員の中学生以下の子に対する支給見込額でご

ざいます。 

 次に、下段の装備費でございます。 

４億8,404万5,000円を計上しております

が、これは、装備資機材の整備や車両、船

舶、ヘリコプター等の維持管理に要する経費

でございます。 
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 ３ページをお願いいたします。 

 上段の警察施設費で27億7,353万9,000円を

計上しておりますが、これは、警察施設の整

備や維持管理に必要な経費でございます。 

 説明欄１の警察施設維持費11億8,360万

8,000円は、警察本部庁舎や警察署など、警

察施設の修繕、設備等の保守点検に要する経

費でございます。 

 ２の警察施設整備費として、15億8,993万

1,000円をお願いしております。 

 (1)は、上天草警察署庁舎建て替えのため

の建設工事等に要する経費で、令和５年度末

の完成を目指して整備を行うものであり、

(2)の花畑交番整備事業は、老朽化の著しい

現交番の現地建て替えに係る地質調査及び建

物設計に要する経費でございます。 

(3)から(5)までは、交番、駐在所等の整備

や運転免許センターの設備更新その他警察施

設の整備、改修等に要する経費でございま

す。 

 次に、中段の運転免許費で８億6,923万

7,000円を計上しております。 

これは、自動車運転免許費の(1)から(3)ま

でに記載のとおり、運転免許センターにおけ

る免許試験業務に要する経費でございます。 

 次に、下段の恩給及び退職年金費で2,357

万2,000円を計上しておりますが、これは、

恩給法に基づき、昭和37年以前に退職した警

察職員とその遺族に対して支給する恩給と扶

助料でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 警察活動費で43億7,978万9,000円を計上し

ております。 

 説明欄１の一般警察運営費として、６億

4,150万6,000円をお願いしており、(1)から

(5)までは、犯罪被害者等を支援するための

経費、被留置者の食糧費など、留置施設の運

用に要する経費、犯罪捜査など警察活動に必

要な旅費、備品整備に要する経費、柔道、剣

道訓練など、職員の能力向上に要する経費、

感染症対策に必要な資機材整備に要する経費

でございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 次に、２の総合治安対策費で２億125万

5,000円をお願いしております。 

 (1)は、電話で「お金」詐欺の根絶に向け

た被害防止活動に要する経費でございます。 

現在運用中の詐欺被害防止コールセンター

を継続するとともに、より啓発効果を上げる

ため、令和５年度は、テレビＣＭのほか、新

聞やＳＮＳなどにより犯行手口や被害世代に

応じた積極的な広報活動に取り組んでまいり

ます。 

(2)から(4)までは、熊本市中心繁華街等に

おける防犯カメラの運用に要する経費や荒

尾・玉名地域における通学路の見守り活動、

豪雨災害の被災者に寄り添った防犯活動に要

する経費でございます。 

(5)は、外国人犯罪の取締りや来日外国人

の安全対策に要する経費でございます。 

部外通訳要員や多言語コールセンターの活

用、部内通訳要員の能力向上のため、ネーテ

ィブ講師による教養を実施するほか、ＴＳＭ

Ｃの進出等に対応するため、北京語の語学研

修をはじめ、ベトナム語の語学研修も拡充し

て通訳人育成を図るなど、語学教養に取り組

んでまいります。 

(6)と(7)は、県警ひまわり隊による防犯、

交通安全活動、大規模災害や各種テロ等、緊

急事態の発生に備えた装備資機材の整備など

に要する経費でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ３の生活安全警察運営費として、6,324万

6,000円をお願いしております。 

 (1)は、サイバー犯罪の被害防止や検挙に

向けた捜査員の能力向上、捜査資機材の整備

などに要する経費、(2)は、ストーカー行為

やＤＶ等の被害者の安全確保、ストーカー行

為等をした者を更生させるためのカウンセリ

ングなどに要する経費、(3)から(5)までは、
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防犯ボランティア団体等の活動支援、生活安

全警察に係る許可等の事務の業務委託、産業

廃棄物の不法投棄など環境事犯対策に要する

経費でございます。 

 次に、４の地域警察運営費として、３億

2,913万円をお願いしておりますが、(1)と

(2)は、駐在所協力家族への報償費や山岳救

助装備資機材の整備などに要する経費、110

番センターの運用に要する経費でございま

す。 

 ７ページをお願いいたします。 

 ５の刑事警察運営費として５億584万6,000

円をお願いしております。 

 (1)から(4)までは、重要凶悪事件などの捜

査活動、暴力団と組織犯罪の壊滅に向けた検

挙活動等に要する経費、取調べや犯罪捜査の

適正化対策等に要する経費、犯罪鑑識に必要

な資機材等の整備や維持管理に要する経費、

科学捜査研究所の鑑定用資機材の維持管理に

要する経費でございます。 

 次に、６の交通警察運営費として、12億

1,201万6,000円をお願いしております。 

 (1)は、自転車が関連する交通事故の防止

に向けた体験型交通安全教育の強化に要する

経費でございます。 

自転車が関与する交通事故が増加傾向であ

ることを踏まえ、令和５年度から新規事業と

して実施するもので、自転車シミュレーター

を活用した交通安全教育に力を入れたいと考

えております。 

本年４月から、全国で自転車乗車中のヘル

メット着用の努力義務化が始まり、ますます

自転車に注目が集まることが予想されますの

で、取締りだけでなく、基本的な交通ルール

の啓発活動を強化していきます。 

(2)と(3)は、各種交通安全施策や交通指導

取締りなどに要する経費、信号機の電気料や

回線使用料、交通関係許可等事務などに要す

る経費でございます。 

 次に、７の交通安全施設費で14億2,679万

円をお願いしております。 

 熊本県の交通安全水準のさらなる向上に関

する宣言決議を踏まえ、安全で円滑な交通環

境を確立するため、道路の新設などに必要な

信号機の新設、改良、道路標識の更新や道路

標示の補修、老朽化した信号柱の更新などの

整備を進めることとしています。 

 以上、警察費として、合計399億3,664万

9,000円をお願いしております。 

 引き続き、８ページをお願いいたします。 

 災害復旧費でございます。 

 警察施設災害復旧費で300万4,000円をお願

いしております。 

これは、令和２年７月豪雨で被災した八代

警察署坂本駐在所のプレハブリースに要する

経費でございます。 

 ここまでが歳出予算に係る説明でございま

して、警察費と災害復旧費を合わせますと、

警察本部の歳出予算総額は、399億3,965万

3,000円となります。 

 ９ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 警察関係業務として、１億5,615万円の設

定をお願いしております。 

これは、運転免許センターの受変電設備更

新工事について、半導体不足等により工事完

了まで相当な期間を要することから、設定を

お願いするものでございます。 

 予算関係は以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

○竹口警務課長 警務課でございます。 

 第65号議案、熊本県警察の職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例の制

定について御説明いたします。 

 資料では、11ページから13ページになって

おります。 

12ページを御覧ください。 

 本件につきましては、警察職員の特殊勤務

手当の支給制限及び身辺警護等作業に係る手
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当の額の見直し等を行うものです。 

 特殊勤務手当の支給制限の見直しにつきま

しては、職員間の手当支給額の格差を是正す

るため、職員が同一の日において複数の特殊

勤務作業に従事した場合における支給基準の

改正を行うものです。 

 次に、身辺警護等作業に係る手当の額の見

直しにつきましては、警護対象者の身辺警護

作業に伴う危険性、困難性、精神的緊張の度

合いに鑑み、特定皇族の側近警衛作業と同額

となるよう改正を行うものです。 

 また、警護対象者の定義を定めている警護

要則の廃止及び制定に伴い、所要の改正を行

うこととしております。 

 施行日につきましては、令和５年４月１日

でありますが、警護要則に関する改正規定は

公布の日となっております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○田中総務課長 総務課から、第66号議案、

熊本県暴力団排除条例及び熊本県風俗案内業

の規制に関する条例の一部を改正する条例の

制定について御説明いたします。 

 資料は、15ページから18ページをお願いい

たします。 

 博物館法の一部改正に伴いまして、同法の

各規定に条ずれが生じ、博物館に相当する施

設を規定する同法第29条については、改正後

の同法第31条第１項に改められることになり

ます。 

 資料の17ページ、18ページの新旧対照表を

御覧ください。 

 この改正に伴いまして、同法第29条を引用

する熊本県暴力団排除条例及び熊本県風俗案

内業の規制に関する条例について、改正後の

同法に対応するよう、それぞれの一部を改正

するものです。 

 施行日は、博物館法の一部を改正する法律

の施行日である令和５年４月１日を予定して

おります。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○田尻生活安全企画課長 生活安全企画課で

す。 

 付託議案関係の説明資料、19ページを御覧

ください。 

19ページから22ページまでです。 

 議案第67号、熊本県風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律施行条例の一部

を改正する条例の制定について説明いたしま

す。 

 本条例は、風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律の規定に基づき、必要な

事項を定めたものです。 

 条例改正の概要について説明します。 

 改正点は３点です。 

 １点目は、酒類提供禁止規定の削除です。 

 本条例では、風俗営業者の遵守事項とし

て、パチンコ店等での客への酒類提供を禁止

しておりますが、関係団体から緩和の要望が

あり、また、酒類の提供を条例で禁止してい

るのは全国で熊本県のみであったことから、

当該義務を緩和することとし、酒類提供禁止

に係る規定を削除するものです。 

 ２点目は、博物館法の一部改正に伴う規定

の整理です。 

 令和５年４月１日、博物館法の一部を改正

する法律が施行され、本条例で引用している

博物館に相当する施設に関する規定につい

て、条ずれが生じるため、関係規定を整理す

るものです。 

 ３点目は、その他規定の整理です。 

 条例で定める営業制限地域等の条文にある

施設の敷地に関する部分が、同法施行令と異

なる規定ぶりとなっていたため、同じ規定ぶ

りに改正するものです。 

 なお、本改正のうち、酒類提供禁止規定の

削除については、県民のごく一部、パチンコ
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等遊技者に関する緩和で、そもそもパブリッ

クコメントは不要であり、また、博物館法の

一部改正に伴う関係規定の整理等について

は、軽微な変更等であると認められ、県政に

係る意見提出手続の除外規定に該当すること

から、パブリックコメント手続は実施しませ

ん。 

 施行日については、１点目と２点目は、令

和５年４月１日から、３点目については、公

布の日から施行することとしております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○大平雄一委員長 次に、教育長から総括説

明を行い、続いて、担当課長から順次説明を

お願いします。 

 初めに、白石教育長。 

 

○白石教育長 教育委員会でございます。 

 大平委員長をはじめ委員の皆様方におかれ

ましては、この１年間、教育行政全般にわた

りまして、熱心に御指導、御助言をいただき

まして、誠にありがとうございました。 

 それでは、今回提案しております教育委員

会関係の後議議案の概要について御説明申し

上げます。 

 まず、令和５年度当初予算についてでござ

います。 

 一般会計及び特別会計合わせて、教育委員

会総額で1,260億9,387万円余をお願いしてお

ります。 

 令和５年度は、子供たちの夢を実現する教

育を推進するため、第３期教育プランに基づ

き、次の５つのテーマに取り組んでまいりま

す。 

１つ目は、誰一人取り残さない学びの保

障、２つ目は、きめ細かな教育による学力の

向上とグローバル人材の育成、３つ目は、魅

力ある学校づくり、４つ目は、熊本地震や令

和２年７月豪雨からの創造的復興、５つ目

は、新型コロナウイルス感染症への対応でご

ざいます。 

 １つ目の誰一人取り残さない学びの保障の

主な事業としましては、まず、夜間中学の整

備について、令和６年４月の開校を目指すと

ともに、多様な学びの場を整備し、一人一人

に寄り添った特別支援教育の充実に取り組ん

でまいります。 

 ２つ目のきめ細かな教育による学力の向上

とグローバル人材の育成につきましては、子

供たちの主体的な学びを育む教職員の授業力

向上や校務のＩＣＴ化及び学習データ活用の

ためのソフト導入に取り組みます。 

 また、令和６年春の開館を目指すこども図

書館の整備や特別展「文字が語る古代のくま

もと」の開催、さらにはＴＳＭＣの進出も視

野に、さらなる日本語教育の充実に取り組ん

でまいります。 

 ３つ目の魅力ある学校づくりについては、

県立学校の魅力化、特色化の推進や半導体関

連人材の育成などを進め、喫緊の課題である

教員不足の解消についても、あらゆる手段を

講じてまいります。 

 また、学校における働き方改革を着実に推

進するとともに、部活動指導員の配置増、中

学校運動部活動における休日の段階的な地域

移行に向けた取組など、魅力ある学校づくり

を目指し、取り組んでまいります。 

 ４つ目の熊本地震や令和２年７月豪雨から

の創造的復興につきましては、地震や豪雨で

通学困難となった生徒の通学支援やスクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー

の活用、被災した文化財の復旧など、一日も

早い復旧と創造的復興に取り組んでまいりま

す。 

 最後に、５つ目の新型コロナウイルス感染

症への対応については、過密乗車を避けるた

めの特別支援学校通学バスの増便や県立学校

における感染対策用の物品購入等、必要な対

策に取り組んでまいります。 
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 このほか、債務負担行為20億6,656万円余

の設定についてもお願いしております。 

 次に、条例等議案関係についてでございま

す。 

 熊本県立美術館条例の一部を改正する条例

の制定について外３件について提案しており

ます。 

 最後に、その他報告事項としまして、１件

報告させていただきます。 

 以上が今議会に提案申し上げております後

議議案等の概要でございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明さ

せていただきますので、御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 

○大平雄一委員長 次に、担当課長から説明

をお願いします。 

 

○竹中教育政策課長 教育政策課です。 

 お手元の資料、括弧書きで令和５年度当初

予算等と記載してある資料を御覧ください。 

 教育委員会の令和５年度当初予算につい

て、各課から主な事業を説明させていただき

ます。 

 ２ページをお願いします。 

 １段目の教育委員会費の右側の１、委員報

酬の(1)教育委員会委員報酬等ですが、これ

は、教育委員５人の報酬に要する経費でござ

います。 

 次に、２、委員会運営費の(1)運営費です

が、これは、教育委員の活動等に要する経費

でございます。 

 ２段目の事務局費の右側の１、事務局運営

費等の(2)熊本県教育情報化推進事業です

が、これは、県立学校における教職員や生徒

が使用するパソコン等のリースやネットワー

クの保守管理等に要する経費でございます。 

 本事業では、新型コロナウイルス感染症対

策を踏まえた対応として、教員のＩＣＴ機器

の活用を向上するための研修費用や、令和２

年７月豪雨対応として、球磨川流域をＩＣＴ

教育の先進地域にしていくための基本構想に

基づく取組に要する経費を計上しておりま

す。 

 次に、(3)教育振興基本計画推進事業は、

教育振興基本計画の推進及び次期計画の策定

に要する経費でございます。 

 ３ページをお願いします。 

 １段目の教職員人事費の右側の１、教職員

住宅建設事業費の(1)教職員住宅建設償還金

及び財産処分費ですが、これは、教職員住宅

建設償還金及び廃止住宅の処分に要する経費

でございます。 

 次に、３、教職員福利厚生事業費の(1)教

職員福利厚生事業は、教職員健康増進事業を

行う公立学校共済組合熊本支部に対する助成

でございます。 

 ２段目の教育センター費の右側の１、管理

運営費の(1)管理運営費ですが、これは、教

育センターの維持管理及び運営に要する経費

でございます。 

 次に、３、研修事業費の(2)及び(3)の初任

者研修は、県立学校及び小中学校の新規採用

教員を対象とした研修に要する経費でござい

ます。 

 ４ページをお願いします。 

 恩給及び退職年金費の右側の(1)恩給及び

退職年金費は、共済制度発足以前に退職した

教育職員本人に対する恩給及び遺族に対する

扶助料の支給でございます。 

 教育政策課の説明は以上です。 

 

○鍬本学校人事課長 学校人事課です。 

 各事業の説明に先立ちまして、今回計上し

ております教職員の給与費について、各課に

共通する事項ですので、一括して学校人事課

の例で御説明させていただきます。 

 ５ページをお願いします。 

 １段目の事務局費の右側の１、職員給与費

ですが、職員の給与について、令和５年１月
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１日現在の職員に係る給与費から定年等の退

職者分を除き、新規採用者や再任用者等の見

込額を加えたものでございます。 

 以下、文化課、施設課、体育保健課、社会

教育課の職員給与費につきましても同様です

ので、各課からの説明は省略させていただき

ます。 

 次に、２、事務局運営費等の(1)学校にお

ける働き方改革推進事業ですが、これは、教

職員の働き方改革を推進するため、民間の働

き方改革アドバイザー等を学校へ派遣する経

費等でございます。 

 次に、３、退職手当及び２段目の教職員人

事費の右側の１、退職手当ですが、来年度か

ら施行される定年引上げにより、60歳を迎え

る者のうち３割が退職すると想定し、所要額

を計上しております。このため、教職員人事

費の予算額が、前年度と比べ大幅な減となっ

ています。 

 次に、３、管理運営費の(5)教育サポート

事業ですが、教職員の業務負担を軽減するた

め、教員業務支援員や特別支援学校サポータ

ー等を配置する経費でございます。 

 ６ページをお願いします。 

 右側の(6)就学支援金交付等事業は、公立

高校の生徒に係る経済的負担の軽減を図るた

めに行う就学支援金の支給等の経費でござい

ます。就学支援金の対象者数については、今

年度の在籍生徒数に進級率や過去の受給者率

等を乗じて積算しております。 

 また、５、公立学校教員採用選考考査事務

費の(2)教員不足解消緊急対策事業ですが、

これは、新規事業で、教員不足の早期解消を

図るため、教員の魅力を発信する広報活動や

教員免許保有者で教職に就いていない方、Ｕ

ＩＪターンを希望されている方などを対象と

した講習会等の実施に要する経費でございま

す。 

 次に、２段目の教職員費ですが、小学校の

教職員給与費及び旅費でございます。 

 また、７ページの１段目の教職員費から８

ページの特別支援学校費ですが、いずれも各

校種の教職員給与費、旅費及び光熱水費等の

学校運営に要する経費等でございます。 

 なお、８ページの特別支援学校費の右側の

２、学校運営費の(4)特別支援学校通学バス

感染症対策事業ですが、新型コロナウイルス

感染症対策として、特別支援学校の通学バス

の過密乗車を避けるための増便に要する経費

でございます。 

 また、３、就学奨励費ですが、特別支援学

校における児童生徒の学用品の購入等の支援

に要する経費でございます。 

 学校人事課の説明は以上です。 

 

○宮﨑文化課長 文化課です。 

 ９ページをお願いします。 

 文化費の右側の２、文化振興費の(2)美術

館分館管理運営費ですが、これは、美術館分

館の指定管理及び保全計画に基づくエレベー

ターやエスカレーター等の改修工事に要する

経費でございます。 

 次に、４、文化財保存管理費の(1)文化財

保存事業ですが、これは、国、県指定文化財

の保存整備、防災対策を行う市町村等に対す

る助成でございます。 

 10ページをお願いします。 

 右側の(4)熊本文化財記録・伝承事業です

が、これは、新規事業で、熊本地震文化財復

旧記録集の刊行に要する経費でございます。 

次に、(5)装飾古墳館関係経費ですが、こ

れは、装飾古墳館の管理運営、調査、普及及

び企画展開催等に要する経費でございます。 

次に、(6)装飾古墳館保全計画ですが、こ

れは、装飾古墳館の保全計画に基づく電気設

備及び照明設備等の改修工事に要する経費で

ございます。 

 なお、この経費と２の(2)でも述べました

美術館分館の保全計画に基づく改修工事費

が、文化費の主な増額要因となっておりま



第７回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（令和５年３月13日) 

 - 10 - 

す。 

 次に、(7)鞠智城関係経費ですが、これ

は、鞠智城跡の管理運営及び国特別史跡指定

に向けた取組に要する経費でございます。 

 ２段目の美術館費の右側の２、(1)管理運

営費ですが、これは、美術館本館の光熱水費

や警備委託等の管理運営に要する経費でござ

います。 

 次に、４の(1)展覧会事業費ですが、これ

は、美術館主催及び共催の展覧会の開催に要

する経費でございます。 

 次に、５、永青文庫推進事業費の(1)細川

コレクション永青文庫推進事業は、永青文庫

所蔵美術品の展示及び展示する美術品等の調

査研究に要する経費でございます。 

 11ページをお願いします。 

 教育施設災害復旧費の右側の１、社会教育

施設災害復旧費の(1)文化財災害復旧事業及

び(2)文化財災害復旧事業(令和２年７月豪

雨)は、平成28年熊本地震及び令和２年７月

豪雨で被災した熊本城や人吉城跡などの国、

県指定文化財等の復旧に要する経費でござい

ます。 

 文化課の説明は以上です。 

 

○東施設課長 施設課です。 

 12ページをお願いします。 

 １段目の事務局費の右側の１、公立学校建

設指導監督事務費の(1)公立文教施設整備事

業指導事務費ですが、これは、市町村立学校

施設の指導、調査、検査等に要する経費でご

ざいます。 

 次に、２段目の全日制高等学校管理費の右

側の１、県立学校施設維持費の(1)高等学校

施設維持管理費ですが、これは、県立高等学

校施設設備の法定検査など、維持管理費に要

する経費でございます。 

 次に、３段目の学校建設費の右側の１、県

立高等学校施設整備費の(1)校舎新・増改築

事業(単県)ですが、これは、熊本工業高校実

習棟改築の第３期工事等に要する経費でござ

います。 

 また、(2)県立高等学校施設整備事業です

が、これは、県立高等学校の長寿命化改修を

はじめとする施設整備を行うもので、小川工

業高校実習棟改築工事ほか60件に要する経費

でございます。 

 長寿命化改修は、学校ごとに長期にわたり

保全工事を行うものであるため、年度により

増減が生じますが、来年度は、小川工業高校

実習棟改築に加え、第一高校、済々黌高校の

改修に着手することに伴い、大幅な増が生じ

ております。 

 次に、４段目の特別支援学校費の右側の

１、施設整備費の(2)特別支援学校施設整備

事業ですが、これは、特別支援学校の長寿命

化改修をはじめとする施設整備を行うもの

で、天草支援学校長寿命化改修工事ほか13件

に要する経費でございます。 

 また、(3)特別支援教育環境整備事業です

が、これは、特別支援学校での教室不足が課

題となっている知的障害特別支援学校につい

て、教室等の整備を行うもので、球磨支援学

校移転整備工事ほか２件に要する経費でござ

います。 

 13ページをお願いいたします。 

 １段目の教育施設災害復旧費の右側の１、

教育施設災害復旧費の(1)公立文教施設災害

復旧指導監督事務費ですが、これは、被災し

た公立学校施設の復旧工事を行う市町村に対

する指導監督に要する経費でございます。 

 施設課の説明は以上です。 

 

○前田高校教育課長 高校教育課です。 

 14ページをお願いします。 

 １段目の事務局費の右側の１、事務局運営

費等の(2)県立高校魅力化きらめきプランで

すが、これは、熊本スーパーハイスクール構

想に基づく県指定事業や情報発信、また、国

際バカロレア認定に向けた準備など、県立高
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校の特色化、魅力化の推進等に要する経費で

ございます。 

 次に、２段目の教育指導費の右側の１、指

導行政事務費の(1)通学支援事業ですが、こ

れは、高校の再編統合に伴い、通学支援を実

施している県立高校の保護者団体への補助等

に要する経費でございます。 

 次に、(3)高等学校等通学支援事業(７月豪

雨対応分)ですが、これは、令和２年７月豪

雨により通学困難となった生徒の通学支援に

要する経費でございます。 

 次に、２、学校教育指導費の(2)高校生キ

ャリアサポート事業ですが、これは、高校生

の就職のための求人開拓や就職相談を行うキ

ャリアサポーター等の設置に要する経費でご

ざいます。 

 15ページをお願いします。 

 右側の(8)外国人生徒受入支援事業です

が、これは、新規事業で、外国人生徒受入れ

に当たって、日本でも円滑に学校生活を送る

ことができるよう、通訳及び教育支援員の配

置に要する経費でございます。 

 次に、(9)県立高校半導体関連人材育成事

業ですが、これも新規事業でございます。 

高校生を対象とする半導体関連産業への理

解促進と人材育成の取組に要する経費でござ

います。 

 16ページをお願いいたします。 

 １段目の教育振興費の右側４、高等学校等

進学奨励費の(1)奨学のための給付金事業で

すが、これは、経済的理由により就学困難な

公立高等学校の高校生に対する授業料以外

の、例えば教科書費等の教育費負担を軽減す

るために行う給付金の支給に要する経費でご

ざいます。 

 なお、積算につきましては、令和４年度在

籍生徒数に生活保護非課税世帯等の割合を掛

け、緊急対応分も加味して、約5,600人分を

計上しております。 

 次に、５、産業教育設備費の(1)高等学校

産業教育設備整備費ですが、これは、県内の

専門高校における産業教育の実験実習及び熊

本工業高校実習棟改築に伴う設備整備に要す

る経費でございます。 

 ２段目の学校建設費の右側の１、県立高等

学校施設整備費の(1)高森高校環境整備事業

ですが、これは、令和５年４月に開設します

高森高校マンガ学科設置に伴う実習室等の設

備設計に要する経費でございます。 

 次に、17ページをお願いいたします。 

 県立高等学校実習資金特別会計繰出金です

が、これは、県立高等学校実習資金特別会計

への繰出金でございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 熊本県立高等学校実習資金特別会計でござ

います。 

 １段目の農業高等学校費の右側の１、農業

高等学校実習費の(2)農業高等学校費(経常)

ですが、これは、農業関係高校における実習

運営に要する経費でございます。 

 ２段目の水産高等学校費の１、水産高等学

校実習費の(3)水産高等学校費(臨時)です

が、これは、水産高校における実習船整備に

要する経費でございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 熊本県育英資金等貸与特別会計でございま

す。 

 右側の１、貸付金の(1)育英資金貸付金(大

学貸与・修学貸与・緊急貸与)は、高校生等

に対する奨学金の貸与に要する経費でござい

ます。 

 高校教育課の説明は以上です。 

 

○宮本特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 １段目の教育指導費の右側の１、学校教育

指導費の(1)医療的ケア児等支援事業です

が、これは、県立特別支援学校８校及び県立

高等学校２校の児童生徒に対する医療的ケア
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に要する経費でございます。 

 次に、(2)多様な学びの場整備事業です

が、これは、新規事業で、特別な教育的支援

を必要としている子供たちの就学支援につい

て、モデル地域を指定して行いますより適切

な学びの場を選択するための仕組みづくり及

び通常の学級や特別支援学級で学ぶ場合の適

切な支援体制の構築等に要する経費でござい

ます。 

 次に、(5)発達障がい等支援事業ですが、

これは、発達障害等のある生徒を支援する特

別支援教育支援員の高校への配置に要する人

件費等の経費でございます。 

 ２段目の特別支援学校費の右側の１、学校

運営費の(1)県立特別支援学校管理運営費で

ございますが、これは、新設校３校及び高等

部を移転した２校の運営に要する経費でござ

います。 

 特別支援教育課の説明は以上です。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 学校安全・

安心推進課です。 

 21ページをお願いいたします。 

 １段目の教育指導費の右側の１、児童生徒

の健全育成費の(3)スクールカウンセラー活

用事業及び(4)スクールソーシャルワーカー

活用事業ですが、これは、いじめ、不登校、

地震、豪雨災害等へ対応するためのスクール

カウンセラー及びスクールソーシャルワーカ

ーの配置に要する経費でございます。 

 ２段目の保健体育総務費の右側の１、学校

保健給食振興費の(1)日本スポーツ振興セン

ター事業ですが、これは、学校管理下におけ

る災害共済給付に要する経費でございます。 

 次に、(2)防災教育推進事業ですが、これ

は、防災教育の推進及び学校防災体制の充実

に要する経費でございます。 

 学校安全・安心推進課の説明は以上です。 

 

○平江体育保健課長 体育保健課です。 

 22ページをお願いします。 

 １段目の保健体育総務費の右側の２、学校

保健給食振興費の(1)県立学校における健康

診断ですが、これは、県立学校児童生徒及び

教職員の健康診断に要する経費でございま

す。 

次に、(2)学校医・学校歯科医・薬剤師等

の設置ですが、これは、児童生徒等の健康保

持増進のための県立学校における学校医等の

設置に要する経費でございます。 

 ２段目の体育振興費の右側の１、学校体育

振興費の(1)部活動指導員配置事業ですが、

これは、運動部活動指導員の配置に要する経

費でございます。 

(2)子供たちの豊かなスポーツ環境整備事

業ですが、これは、新規事業で、公立中学校

の休日における運動部活動の地域移行に伴う

実技指導者の配置等に要する経費でございま

す。 

 次に、２、社会体育振興費の(1)国民体育

大会ですが、これは、国民体育大会への県選

手団の派遣等に要する経費でございます。 

(2)くまもとワールドアスリート事業です

が、これは、国際大会で活躍する次世代トッ

プアスリートの育成、強化に要する経費でご

ざいます。 

 23ページをお願いします。 

 体育施設費の右側の１、県営体育施設管理

費の(1)運動公園管理運営費及び(2)県立総合

体育館管理運営費ですが、これは、県民総合

運動公園及び八代運動公園並びに県立総合体

育館などの県営体育施設の指定管理委託に要

する経費でございます。 

 次に、２、県営体育施設整備費の(1)県営

体育施設整備事業ですが、これは、県総合射

撃場の天井張り替え工事など、県営体育施設

の計画的な改修等に要する経費でございま

す。 

 体育保健課の説明は以上です。 
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○藤岡義務教育課長 義務教育課です。 

 24ページをお願いします。 

 教育指導費の右側の１、指導行政事務費の

(3)夜間中学整備事業ですが、これは、令和

６年４月の県立夜間中学の開校に向けた校舎

の整備、また、教材等の配備及び生徒の募集

等に要する経費でございます。 

 なお、今後のスケジュール等の詳細につき

ましては、その他報告事項の中で説明を行う

予定でございます。 

 次に、２、学校教育指導費の(1)学力向上

対策事業ですが、これは、本県の子供たちの

学力向上の推進、教員の指導力向上のための

研修や県学力・学習状況調査の実施に要する

経費でございます。 

 次に、(7)海外留学促進事業ですが、これ

は、米国の州立モンタナ大学への高校生及び

教員の短期派遣並びに海外留学する高校生へ

の渡航経費の助成等に要する経費でございま

す。 

 25ページのほうをお願いいたします。 

 右側説明欄の(8)ＡＬＴ活用促進事業です

が、これは、英語教育の充実のためのＡＬ

Ｔ、外国語指導助手の配置、活用に要する経

費でございます。 

 次に、(11)文化部活動指導員配置支援事業

ですが、これは、新規事業で、部活動を担当

する教員の負担軽減や文化部活動の地域移行

を推進するため、中学校に部活動指導員を配

置する市町村への助成でございます。 

 次に、(12)日本語指導推進事業ですが、こ

れも新規事業で、日本語指導を担う人材の育

成及びＴＳＭＣ駐在員子女の受入れ拠点とな

る公立小中学校への通訳や日本語指導員等を

派遣する市町村に係る助成でございます。 

 義務教育課の説明は以上です。 

 

○三角社会教育課長 社会教育課です。 

 26ページをお願いします。 

 社会教育総務費の右側の２、地域・家庭教

育力活性化推進事業費の(2)子供の読書活動

推進支援事業ですが、これは、熊本県子供の

読書活動推進計画「肥後っ子いきいき読書プ

ラン」の第五次策定等に要する経費でござい

ます。 

 次に、３、社会教育諸費の(5)青少年教育

施設管理運営費ですが、これは、県立天草青

年の家など４つの青少年教育施設の指定管理

に要する経費及び保全計画に基づく工事等に

要する経費でございます。 

(6)地域学校協働活動推進事業は、地域と

学校の連携、協働を推進するための取組を行

う市町村に対する助成でございます。 

(8)こども図書館設置準備事業は、書籍の

購入やホームページ制作等のこども図書館の

設置に向けた準備に要する経費でございま

す。 

 27ページをお願いします。 

 右側の４、こどもの読書環境整備基金積立

金の(1)熊本県こどもの読書環境整備基金積

立金ですが、これは、新規事業で、こども図

書館の開館準備及び運営等のため、寄せられ

た寄附金の積立てを計上するものでございま

す。 

 ２段目の図書館費の右側の２、管理運営費

の(1)管理運営費ですが、これは、県立図書

館の光熱水費や警備委託等の管理運営に要す

る経費でございます。 

 次に、３、事業費の(3)新しい生活様式に

対応した県市等連携事業は、熊本市立図書館

等と連携した図書の貸出し、返却システムの

運用に要する経費でございます。 

(4)特別展「文字が語る古代のくまもと」

の開催ですが、これは、新規事業で、くまも

と文学・歴史館の佐藤館長の監修の下企画し

ている特別展「文字が語る古代のくまもと」

の準備及び開催に要する経費でございます。 

 社会教育課の説明は以上です。 

 

○柳田人権同和教育課長 人権同和教育課で
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ございます。 

 28ページをお願いします。 

 教育指導費の右側の１、学校教育指導費の

(2)各種人権教育研修事業ですが、教職員の

様々な人権問題についての基本的認識を深

め、指導力の向上を図るための研修に要する

経費でございます。 

 次に、教育振興費の右側の１、高等学校等

進学奨励費の(1)高等学校等進学奨励事業で

すが、これは、地域改善対策高等学校等奨学

資金の返還事務に要する経費及び国への返納

金でございます。 

 次に、社会教育総務費の右側の１、人権教

育振興費の(2)熊本県子ども人権フェスティ

バル事業ですが、これは、熊本県人権子ども

集会の運営に要する経費を計上するものでご

ざいます。 

 人権同和教育課の説明は以上でございま

す。 

 

○東施設課長 施設課です。 

 29ページをお願いします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 １段目の済々黌高校整備事業及び２段目の

第一高校整備事業ですが、これは、済々黌高

校及び第一高校長寿命化改修に係る１期工事

の工期を22か月程度確保する必要があるた

め、債務負担行為を設定するものでございま

す。 

 次に、３段目の八代高校整備事業ですが、

これは、八代高校長寿命化改修に係る設計委

託の工期を19か月程度確保する必要があるた

め、債務負担行為を設定するものでございま

す。 

 次に、４段目の県立高等学校仮設校舎賃借

ですが、これは、玉名高校の長寿命化改修工

事による校舎整備の完了までの間、仮設校舎

の賃借が必要となり、入札手続及び使用期間

を57か月程度確保する必要があるため、令和

６年度から令和10年度まで債務負担行為を設

定するものでございます。 

 次に、５段目の県立高等学校空調設備整備

事業ですが、これは、済々黌高校及び第一高

校の長寿命化改修１期工事に合わせて実施す

る空調設備改修に係る工事の工期を22か月程

度確保する必要があるため、債務負担行為を

設定するものでございます。 

 次に、６段目の松橋支援学校屋外排水設備

改修事業ですが、これは、松橋支援学校屋外

排水設備改修に係る工事の工期を15か月程度

確保する必要があるため、債務負担行為を設

定するものでございます。 

 30ページ、上段をお願いします。 

 １段目の松橋西支援学校整備事業及び２段

目の荒尾支援学校整備事業ですが、これは、

松橋西支援学校及び荒尾支援学校長寿命化改

修に係る設計委託の工期を19か月程度確保す

る必要があるため、債務負担行為を設定する

ものでございます。 

 次に、３段目の菊池支援学校整備事業及び

４段目の大津支援学校整備事業ですが、これ

は、菊池支援学校及び大津支援学校高等部移

転整備に係る設計委託の工期を13か月程度確

保する必要があるため、債務負担行為を設定

するものでございます。 

 施設課の説明は以上です。 

 

○三角社会教育課長 社会教育課です。 

 30ページ、下段をお願いします。 

 県立図書館展覧会開催事業ですが、これ

は、特別展「文字が語る古代のくまもと」の

準備及び開催に要する経費で、特別展の開催

期間が年度をまたぐため、債務負担行為を設

定するものでございます。 

 社会教育課の説明は以上です。 

 

○宮﨑文化課長 文化課です。 

 32ページをお願いします。 

 第63号議案として、熊本県立美術館条例の

一部改正について提案しております。 
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 概要につきましては、33ページを御覧くだ

さい。 

 これは、博物館法の一部改正に伴い、関係

規定の整備をするものでございます。 

 施行日については、令和５年４月１日とし

ております。 

 文化課の説明は以上でございます。 

 

○三角社会教育課長 社会教育課です。 

 34ページをお願いします。 

 第64号議案として、熊本県こどもの読書環

境整備基金条例の制定について提案しており

ます。 

 概要につきましては、35ページを御覧くだ

さい。 

 これは、子供の読書環境を整備し、子供の

豊かな感性と創造力を育むため、こども図書

館(仮称)の開館準備及び運営等に要する基金

の設置及び運用に関し、必要な事項を定める

ものでございます。 

 施行日については、公布の日としておりま

す。 

 次に、36ページをお願いします。 

 第69号議案として、負担付寄附の受納につ

いて提案しております。 

 概要につきましては、37ページを御覧くだ

さい。 

 これは、建築家の安藤忠雄氏から、県に対

し、建物とこども図書館(仮称)の負担付寄附

の申込みがあったもので、本県が株式会社安

藤忠雄建築研究所から寄附を受けるに当た

り、その条件として、県は、寄附を受ける建

物等を、自由に活字文化に触れることができ

る読書活動によって子供たちの豊かな感性と

創造力を育むことを目的とする施設として開

館する負担がありますが、開館できず、寄附

に係る契約が解除となった場合に費用等の負

担が発生する可能性があることから、地方自

治法第96条第１項の規定による議決をお願い

するものでございます。 

 社会教育課の説明は以上です。 

 

○前田高校教育課長 高校教育課です。 

 38ページをお願いします。 

 第71号議案として、権利の放棄について提

案しております。 

 これは、育英資金貸与金債権のうち、貸与

の相手方及び連帯保証人の破産により、今後

回収の見込みがない２件について、地方自治

法第96条第１項の規定により、権利の放棄の

議決をお願いするものでございます。 

 概要につきましては、39ページを御覧くだ

さい。 

 放棄する権利は、２件を合計して、未償還

元金47万6,632円、延滞利息４万857円でござ

います。 

 本件は、２件とも、貸与の相手方と連帯保

証人のそれぞれに電話及び文書催告等により

貸与金の回収努力を行ってまいりましたが、

破産法による免責許可決定が確定したことか

ら、今後貸与金の回収の見込みがないと判断

し、権利の放棄の議決をお願いするものでご

ざいます。 

 高校教育課の説明は以上です。 

 

○大平雄一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 まず先に、警察本部に係る質疑を受け、そ

の後、教育委員会に係る質疑を受けたいと思

います。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をお願いします。 

 あわせて、繰り返しになりますが、発言者

の方は、マイクに少し近づいて、はっきりと

した口調で発言いただきますようお願いしま

す。 

 それでは、警察本部に係る質疑はありませ
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んか。 

 

○城下広作委員 ７ページの６のところの

(1)ですが、交通安全アドバイザー事業で、

体験型交通安全教育の強化に要する経費とあ

りました。本部長からも、自転車が関与する

交通事故の防止に向けた体験型を強化してま

いるとあったんですが、これは、具体的には

学生を対象にしているのか、それとも一般社

会人もこの自転車の対象にしているのか、ど

ういうのを強化していくのか、ちょっと確認

させていただきたいと思います。 

 

○内田交通企画課長 交通企画課でございま

す。 

 ただいま議員から質問がありました交通安

全アドバイザー事業についてですが、対象は

全ての県民となっております。 

 具体的には、現在、自転車シミュレーター

という機材を積みました車で各地を回って自

転車の交通安全活動をやっておるんですけれ

ども、そこに専従の交通安全アドバイザーを

会計年度任用職員として雇用いたしまして、

その車両とともに現場で参加実践型の交通安

全教育を実施する予定としております。 

 また、ＴＳＭＣの社員の方や技能実習生も

海外から転入してこられておりますので、こ

の方々に対する自転車を含めた日本の交通ル

ールの周知活動も行ってまいります。 

 以上です。 

 

○城下広作委員 なぜこれを確認したかとい

いますと、例えば、ヘルメットを今からつけ

なきゃいけないということで、このことがま

ずは、まあ、つけなきゃいけない義務じゃな

いんですけれども、できるだけつけるとい

う、この辺の周知も大事だろうと思うし、ま

だまだ、特定の学生とかという言い方はした

くはないんですけれども、とにかく横並びで

歩道を全部、ある意味では占領するような格

好で、歩行者がなかなか歩けない、もう本当

気まずい思いしてちょっとというようなこと

を言わにゃいかぬ、マナーの悪さもあるし、

車道でまた自転車が、これは車道を走ってい

いんですけれども、もう本当に並列で行く

と、車がずっとクラクションを鳴らすことも

できない、もう遠慮しなきゃいけないと、こ

こら辺が非常にあるのと、今よく我々は県民

に会う機会が多いんですけれども、特に高齢

者から、とにかく急に回る自転車も大変多い

と、自転車にはウインカーもついてないもの

だから、突然こう回るとかという形で、もう

大変冷や冷やする場面も多いということで、

これは学生にかかわらず、成人の人でも自転

車の突然進路変更、こちらに行ったらいきな

りばあっと横切ると。 

 昔は、もう私もちょっとはっきり覚えてい

ませんけれども、自転車の場合に、右に曲が

るとか、左折するとかというと手旗なんかで

やるけれども、なかなかそれもみんなよく分

かってないから、結果的に自転車の進路変更

というのがなかなか予測できずに、もう冷や

っとする思いが車もあるし、歩行者もある

し、お互い自転車でもあるしということで、

いずれにしても、自転車が便利な分だけ、ル

ールとかマナーとか、この辺が非常に混雑し

ているんじゃないかと、そういう声をたくさ

ん聞いたものですから、改めてこういう事業

はいいなと思って。 

 この際、こういう事業を通しながら、自転

車の乗り方とか安全な動作というのは徹底し

ていただきたいなというのがありましたの

で、これをちょっとどのように強化するの

か、ちょっと確認させてください。 

 

○内田交通企画課長 ただいまありました自

転車のマナーの関係ですけれども、もちろん

このアドバイザー事業でも強化してまいりま

すけれども、従来行っております、まず小学

生を主に対象といたしました自転車教室、ま
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た、中高生を対象としましたスケアード・ス

トレイト教育法、これは、スタントマンが実

際に自転車に乗って車にはねられるというの

を目の前で見ていただく教育方法ですけれど

も、こういうのを通じまして、また、併せて

ＳＮＳ等を含む様々な媒体を利用して、安全

教育に対する、また、マナー向上に対する啓

発活動を行っていこうと考えております。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 最後に、歩道がありまし

て、信号があるところは当然止まるんです

ね、赤だったら。ただ、この信号がないとこ

ろで横から入ってくると、こんなところなん

かばんばん自転車が行きますもんね。これ

が、止まる必要があるのかないのかちょっと

私も分かりませんが、ここからこう道路から

入ってきて、自転車はもう間違いなく何も関

係なくばーんと行くんですけれども、意外と

出会い頭で危ない部分があるからですね。こ

の辺も含めて、しっかり自転車に関しては頑

張っていただきたいというふうに思います。 

 以上です。もうそれでいいです。 

 

○大平雄一委員長 ほかに。 

 

○池田和貴委員 ７ページの(2)の交通の安

全と円滑の確保のことでちょっとお伺いをし

たいと思います。 

 おかげさまで、２月25日に天草未来大橋が

開通をいたしました。開通式典も含めて、そ

の準備につきましては、県の執行部及び天草

警察署を含めて県警の皆様には大変お世話に

なったというふうに伺っております。 

 もともと天草第二瀬戸大橋１本だったとき

には、交通量が、まあ市長の挨拶の中にあっ

た数字を引くと、１日３万台ぐらい通ってい

くということで、１本だと必ず毎日朝夕の渋

滞があったりとか大変だったんですが、天草

未来大橋ができたことによって非常に交通が

円滑になったという、市民の皆様方から大変

喜びの声をたくさん聞かせていただきまし

た。 

 いわゆる、このハード整備は、今回２本目

の橋を造ったということで終わったので、今

後、交通の円滑化については、いわゆる信号

のタイミングとかそういうものを含めて、ソ

フトの対策というのが、今後、皆さん方の知

恵を絞っていただいてやっていくことになる

というふうに思うんですが、開通ももうすぐ

20日ぐらいになるんですが、今の開通した後

の状況、前の状況等を踏まえて、どういうふ

うに交通の円滑化が進んでいるのか、天草警

察署のほうでもかなり慎重に見ていただいて

いるというふうに聞いておりますので、その

辺もし分かれば教えていただきたいというふ

うに思います。 

 

○堤交通規制課長 交通規制課です。 

 今委員おっしゃったように、瀬戸大橋周辺

の交通渋滞につきましては、平日の通勤時間

帯において慢性的な交通渋滞が発生しており

ました。本年２月25日に本渡道路が供用開始

されましたけれども、通過交通の分散化が図

られまして、瀬戸大橋周辺の交通混雑は緩和

したと聞いております。 

 今後も、本渡道路周辺における交通渋滞の

変化に応じて、最適な信号制御等に努めてま

いりたいと思っております。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 はい、ありがとうございま

した。 

 今おっしゃっていただいたように、円滑に

流れているということでございます。で、こ

れからちょっと心配なのは、やはりお盆、ゴ

ールデンウイーク、お正月、いわゆる通常の

日常以上に交通が集中するときなんですね。

こういったときは、もう物理的にどうしても

渋滞が起こるのはしようがないときもあるん
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ですが、なるべくそこを円滑に流していただ

くのは、警察の皆さん方のそういった今まで

の知見とか経験とか、そういうのを踏まえた

信号制御のほうにもかかっているというふう

に思いますので、どうぞよろしくお願い申し

上げたいと思います。 

 それと、大体新しい道が開通すると、やっ

ぱりどうしても通ってみたいという住民の皆

さん方の興味があるんですね。結構、通常の

いわゆる交通量とは違うようなのがしばらく

は続くと思うんですが、これがある程度落ち

着いたら、またその辺、信号も含めて考えて

いただいているのかどうか、ちょっとそこを

教えていただけますか。 

 

○堤交通規制課長 交通規制課です。 

 交通量につきましては、日々変化していき

ますので、今委員がおっしゃったように、お

盆の時期であったり、夏季、夏休みの時期で

あったり、交通量は常に変化していきますの

で、地元天草警察署と連携をしながら、交通

量に応じた必要な対策を行っていきたいと考

えております。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 分かりました。 

 今後とも、道路管理者と連携を取りなが

ら、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

要望しておきます。 

 

○末松直洋委員 21ページの熊本県風俗営業

等の規制及び業務の適正化等に関する法律施

行条例というところで、新旧対照表がありま

すが、ここの第７条第２項第１号、「営業所

で客に酒類を提供し、又は飲酒をさせないこ

と」、これはマージャン屋とかパチンコ屋さ

んという話でしたが、新しい条例では、営業

所で客に「酒類を提供し」ということが抜け

ているんですけれども、これはどういった意

味、もう一回その説明をお願いします。 

 

○田尻生活安全企画課長 生活安全企画課で

す。 

 酒類の提供という意味合いが、出玉を酒類

と交換すると、そういう意味合いの提供と。 

 

○末松直洋委員 パチンコの玉でお酒と交換

することができない。 

 

○田尻生活安全企画課長 商品として交換で

きるようになります。販売目的じゃないとい

うことです。 

 

○末松直洋委員 販売目的じゃない。それ

で、パチンコ店もマージャン店も、そこでお

酒を飲むことはできないということ。 

 

○田尻生活安全企画課長 はい。営業所内で

は飲酒はできないということです。 

 

○末松直洋委員 はい、分かりました。 

 

○大平雄一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

   (｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○大平雄一委員長 なければ、これで警察本

部に係る質疑を終了します。 

 引き続き、教育委員会に係る質疑はありま

せんか。 

 

○池田和貴委員 幾つかあるんですけれど

も、いいですか。 

 

○大平雄一委員長 はい。 

 

○池田和貴委員 すみません。まず、10ペー

ジ、文化課。 

 美術館費についてちょっとお伺いしたいん

ですが、ちょうど昨年ですかね、国会で国立

美術館のいわゆる電気代とか光熱費が高くな
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って、保管していた美術品とかを保存するの

さえ大変だという、予算がないから守ること

もできないんじゃないかみたいなことが館長

から発言があって、ちょっと国会の中でいろ

いろ議論があったところなんですけれども、

これは、県立美術館はその辺は大丈夫なんで

すか。 

 

○宮﨑文化課長 県立美術館においては、そ

こら辺の保存、保管関係については、従来ど

おり、ただ、光熱水費が高騰している分は、

予算化をしまして対応するということで対応

しております。 

 

○池田和貴委員 予算化してあるわけです

ね、その高騰分はですね。手当てしてあると

いうことね、分かりました。であれば結構で

す。 

 それと、ちょっと引き続きいいですか。 

 

○大平雄一委員長 はい。どうぞ。 

 

○池田和貴委員 すみません。21ページ、学

校安全・安心推進課で、いわゆる学校の安

全、安心を確保するということはすごく大事

なことだというふうに思っています。 

 この説明にはちょっと書いてなかったんで

すけれども、最近も学校で殺傷事件が起きた

りとか、殺人事件が起きたりとかという、か

なり悲惨な事件をいろいろ報道で耳にするこ

とがあるんですよね。 

 学校内での安全を確保するという意味で

は、もう本当関係者以外はシャットアウトし

てやるというのもあるんですけれども、それ

だともう開かれた学校という意味では――我

々、田舎に住んでいますと、学校というの

は、地域の皆さん方が本当に寄り集まるよう

な場所としても、自分たちの子供や孫が通う

場所としても、やっぱり訪れてみたいとかと

いうのはあって、できれば開かれた学校が私

は望ましいんだと思うんですね。 

 ただ、そうは言いながらも、やはりああい

う学校内での事件とか、そういった報道を耳

にすると、やっぱり学校の子供たちを守る、

学校の子供たちの安全を守るためのこととい

うのはやっぱり考えていかなければいけない

んじゃないかなというのを、最近のちょっと

報道を見たときに思っていたわけです。 

 そのときに、学校安全・安心推進課かどう

かちょっと分かんないんですが、多分課の名

前からしてそうなのかなと思って質問するん

ですが、説明資料にその辺のちょっと記載が

なかったので、もし違う課が担当されている

んだったらそこでちょっと教えていただきた

いんですけれども、その学校現場の安心、安

全のためのそういうのってどういうふうに考

えていらっしゃるのかなと思って、そこをち

ょっとお聞かせいただければと思います。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 学校安全・

安心推進課でございます。 

 学校安全、安心につきましては、文科省か

らの通知もございまして、各学校において安

全管理マニュアルというのを作成いたしまし

て、何か状況が変わったときには、それを基

に行動するという準備は毎年しておりまし

て、年度頭に職員が変わっても、それを職員

のほうに徹底をするということで、学校管理

体制、そこで今保っているところでございま

す。 

 今委員からございましたように、やはり開

かれた学校という意味で、誰もが出入りをす

るということになりますと、やはりそれだけ

リスクを負うということになりますので、や

はりその危機管理をしっかり学校のほうでは

行っていくというのが大切ではないかなとい

うふうには思っております。 

 また、年度等変わってまいりますので、そ

の学校の安全、安心については、しっかり学

校のほうで、職員で危機管理体制を構築する
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ようにということで、今後も進めてまいりた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 ありがとうございました。 

 そういう指針に基づいて危機管理を徹底す

るのは大事だというふうに思うんです。その

中で、学校、その予算面で、すみません、説

明資料にその辺のことが記載してなかったの

で、これは予算とかというのは取ってあるん

ですか。それを推進するための予算というの

はどういうふうになっているのかな。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 特に予算化

はしておりませんので、この中には出てきて

ないという状況でございます。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 はい、分かりました。 

 ただですね、やっぱり時代は変わってき

て、その安心、安全を確保するというのは、

当たり前のようであって、実は当たり前じゃ

ないというのは、やっぱりずっと学校の現場

でその悲惨な事件が起きているということは

重く考えて、もちろん学校の現場の先生方が

教育委員会からの指導を受けてそういうこと

をしていただくのが一番大切だと思うんです

けれども、ただ、そこはもう少しやっぱり考

えていただくところも、まあ、私はどうすれ

ばいいかというのはよく分かりませんけれど

も、やっぱりああいうことをなるべく未然に

防いでほしいし、もし何かあったときでも、

安全を確保するようなことをぜひやっていた

だきたいというところで、すみません、ちょ

っと漠然としていますけれども、そこはお願

いをしておきたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

○大平雄一委員長 ほかに。 

 

○城下広作委員 同じく21ページで、不登校

支援・適応指導事業というのがあるんです

が、今県下の小中、不登校の数を改めて教え

ていただけないでしょうか。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 傾向として

は全国と変わらない状況でして、全国でも同

じように９年連続で不登校の数、増加をして

いるという状況でございます。 

 これは、公立の小中学校の状況になります

が、Ｒ３年度、小学校で1,303人、中学校で

2,802、高等学校で270という数値を計上して

おります。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 やっぱり小中で不登校にな

りますと、そのままずっと学校に行かないま

ま成人になる、大人になるという可能性もあ

りますので、早い段階でその対応をしっかり

やっていただくこの事業でしょうから、ぜひ

頑張っていただきたいと思います。 

 それで、例えば今度は県立高校で、中途退

学の生徒の数は大体どのくらいですか。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 公立高校の

中途退学、Ｒ３のデータでございますが、全

日で144名、定時で29、通信で10というデー

タになっております。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 分かりました。 

 では、今年度に、まあ固まってというか、

ある学校で大量にというか、数名か数十名か

知りませんけれども、退学したというのはあ

りますか。数が多いところ。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 際立ってこ

の学校が多いというふうには私ども認識をし

ておりませんで、やはりある程度その学校の

在籍数によって数というのは出てきているか
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なというふうに感じているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 分かりました。 

 私、あるところは何か一遍に退学したとい

うような話を聞いたことがあって、それが事

実か事実じゃないかちょっと私もはっきり確

認を取らなかったから、一応お聞きしたよう

な状況ですけれども、いずれにしろ、この不

登校も中途退学も、ある意味では何らかの原

因で学校の環境から離れるという部分に関し

ては、やっぱり心の変化も大きくあるし、そ

の後の部分が非常にやっぱり心配ですので、

なるべくそういうような形の数が少なくなる

ように頑張っていただきたいなということを

強く要望しておきたいと思います。 

 以上です。 

 

○大平雄一委員長 ほかに。 

 

○岩田智子委員 今城下委員が言われた不登

校とか、そういうのにも関係あるんですけれ

ども、これがありましたね、学びの祭典とい

うのが。高校教育課ですけれども、これは、

多分魅力化の中の予算で、来年度も予算化し

てあるんだろうと思いますけれども、不登校

とか、ちょっと学校に行けないような親御さ

んが、これに行かれて、何かとてもやっぱり

いろんな高校があるんだというのを知られて

よかったですという感想を私のところに何人

かからいただいたんですよね。 

 今回、これは今年が最初だったそうで、私

はちょうど行けなかったのでその内容はよく

分からなかったんですが、これがどうだった

のか、来年度もどうされるのかというのをち

ょっとお聞きしたいと思います。 

 

○前田高校教育課長 今委員の御質問にあり

ました県立高校の学びの祭典という、３月５

日の土曜日にグランメッセのほうで開催いた

しました。 

 これは、今お話しいただいたとおり、高校

魅力化のきらめきプランの中の予算でやらせ

ていただきまして、県立高校全50校が、ブー

スあるいはいろんな生徒たちが作った、例え

ば、工業高校で作ったロボットの体験であり

ますとか、あと、よく新聞等で出ていました

球磨中央高校さんが山崎製パンとコラボして

作ったパンであったり、あるいは他の学校が

また同じくほかのいわゆる食のメーカーさん

と一緒になって開発したものを、キッチンカ

ーあたりも来ていただいて、食べていただく

というようなことも行いました。 

 県立高校の生徒が750名、それから引率の

先生方150名、900名ぐらい集まってやってい

ただきました。 

 実際に、一般の参加者の方が、私ども、入

り口でカウンターでカウントさせていただい

ただけで1,770名、ただ、入り口が複数箇所

ありましたので、そのほかにももっとたくさ

ん、およそ2,000名ぐらいおいでいただいて

いたんじゃないかなと思っております。 

 今委員から不登校の生徒さんのお話もあり

ましたが、今回、全日制だけではなくて、定

時制高校もブースを設けていますし、通信制

高校もブースを設けて、学校の紹介、学校で

行っている教育活動等を、ブースの形で一般

の方に見ていただくこともできました。 

 来年度も、予算の中にはこれも入れさせて

いただいておりまして、学校のほうからも感

想も伺っているんですが、非常に生徒たちも

やってよかったと、参加した先生たちも満足

度は高かったというふうに伺っております。 

 以上です。 

 

○岩田智子委員 やっぱり自分の家庭の中と

か、親の経験とか自分の経験とかで、やっぱ

り全日制しか知らない方がほとんどっていう

かな、何かそういう方が定時制とか通信制と
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かの様子を見ると、やっぱり、ああ、何かこ

んなふうなところもあるんだなというのをす

ごく知れてよかったと。 

 私も、今回、ちょっと通信制のほうの卒業

式に行かせていただいて、髪の毛の色も様々

で、洋服なんかも、黒が基調だったんですけ

れども、和装の人とかもいて、何かこういう

多様な子供たちが学びを終えて、４年、３年

で卒業していって次の進路に向かうというの

を間近に見て、とてもやっぱりいいなと思っ

て。 

 いろんな人にこういうことを知っていただ

きたいなと思いますし、子供たちも、まあ魅

力化って、今回はちょっと受験が終わってい

ろんな、２次募集の関係とかいろいろ出てい

ましたけれども、もっともっとやっぱりそれ

ぞれの高校のよさがみんなに知れるといいな

というふうに思いました。子供たちも、主体

的に取り組めると、いい取組なので、ぜひ続

けてほしいなということです。 

 それから、続けていいですか。 

ＴＳＭＣに関して、日本語指導というか、

外国人受入れのための支援事業とかが高校教

育課なり義務教育課で予算化されているんで

すが、例えばその義務教育課、25ページは、

日本語指導体制の充実というのがあります

が、高校教育課の場合は、通訳や支援員の配

置というところになっていますけれども、何

かやっぱり違いがありますか。高校になって

も日本語指導というのは大事じゃないかなと

いうふうに私は思っているんですけれども、

どうでしょうか。 

 

○藤岡義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 今ございました日本語指導体制の充実とい

うことで、これにつきましては、日本語指導

員の育成、養成であったり、そのようなとこ

ろに係る経費を計上させていただいていると

ころでございます。 

 また、日本語指導員を各市町村のほうに配

置するんですが、そこをコーディネートする

団体等と連携するための費用であったりだと

か、そういうものを計上しているところでご

ざいます。 

 

○前田高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 今委員から御質問ありました件なんです

が、県立高校の場合は、基本的に入学者選抜

を経て入学をしてまいりますので、まず現状

のお話をしますと、現在一定の日本語の能力

を持った生徒が基本的に入学者選抜で入って

きます。ただ、いわゆる会話はできても読み

書きが苦手であるという生徒さん等がおられ

ますので、それは学校の中に入ってから、学

校の中で放課後等を活用しながら、高校の教

員や、あるいはそのほかの教員が状況に応じ

て対応しているというのが現状でございま

す。 

 今回予算化しておりますのは、中国語もし

くは英語を想定して、いわゆるなかなか高校

に入って急に日本語を話すというのは難しゅ

うございますので、ただ、今回、御承知のよ

うに、ＴＳＭＣの関係のお子様が入ってこら

れた場合に、どちらかというと、学校の中身

の学びの支援、進学をされる生徒さんが多か

ろうというふうにお伺いしておりますので、

授業の中身のことを通訳で本人に伝えたり、

あるいは学校の中での生活を英語もしくは中

国語が使える者で支援したりということを考

えております。 

 

○岩田智子委員 私も、ずっと議員になって

から、外国クルーズの子供たちの日本語指導

という点についてずっと取組をやってくれと

いうことで質問し続けてきていて、今回、Ｔ

ＳＭＣが来るということで、大きく予算化も

あって、日本語指導の養成などにも予算がつ

いているということで、やっと何か定着する
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かなというふうに思っていますので、ぜひ大

事にしながら、子供たちを誰一人取り残さな

いという、教育長からもありましたので、そ

の辺もしっかり見ていただいて、お願いした

いと思っています。 

 以上です。 

 

○大平雄一委員長 ほかに質疑は。 

 

○渕上陽一委員 25ページの義務教育課。 

 教員研修費というところの(1)ですけれど

も、指導改善研修事業というのがあるんです

けれども、これで指導が不適切な教諭等の指

導力を回復させるということでありますけれ

ども、指導が不適切ってどんなことがあるん

だろうかと思いまして。また、その先生たち

がどのくらいぐらいいらっしゃるのか、どの

くらいぐらいの研修をされているのか。 

 また、先生の中には、ある一定の中で頑張

ってきた中で、不適切という、シールじゃな

いですけれども、レッテルを貼られて去って

いかれる人がいらっしゃるのか。もしくは、

やっぱりそこでしっかり研修することによっ

て、しっかりとまた戻っていけるのか。 

 もっと言うならば、例えば、４月から新学

期が始まるわけであります。今教員不足が大

変心配されている中において、例えば４月１

か月過ぎて５月とか、この人は不適切だとい

うことであれば、さっと外してすぐ研修をや

っておられるのか。 

 私が一番心配するのは、先生がいないから

このまましっかり様子を見ながらといって放

っておくのが一番いかぬだろうというふうに

思っておりました。まず、その辺を少し教え

ていただければと思います。 

 

○藤岡義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 ただいま御質問ございました指導改善研修

につきまして、これは、いわゆる何をもって

不適切な指導かというふうなところのお話で

あったかと思います。 

 これは、大きく２点捉えておりまして、１

点目が、教科指導、いわゆる教科の指導面に

おいてうまくきちんと教えることができない

というところの視点から、また、もう１点目

は、生徒指導、いわゆる子供との人間関係で

あったりだとか、そういうところをしっかり

と指導する上で課題があると、こういうとこ

ろがしっかりできていないという教員を対象

にして研修等を行っているところでございま

す。 

 この指導改善研修でございますが、程度で

いいますと、もう本当に深刻な先生方を対象

とした研修でございますので、実際のとこ

ろ、ここ２～３年間、この対象になっている

先生方はいらっしゃいません。 

 ただ、一方で、やはり少し課題が見られ

る、少し問題があるというところにつきまし

ては、例えば、指導力サポート研修という制

度であったりだとか、また、この中で学級経

営等アドバイザー派遣事業というものを行っ

ておりまして、実際その学校に行きまして、

先生の状況に応じてアドバイス等を継続的に

行うような研修等を継続して今行っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 今そこに当たる不適切な先

生はいらっしゃらないということでありまし

たけれども、よくいろんな話を私たち聞くわ

けでありますけれども、その辺については、

研修に行かなくてもしっかり、学校の中でそ

ういうことがあったら、問題に取り組んでい

ただければというふうに思いますし、人がお

らぬけんということで判断が絶対遅くならな

いようにしていただきたいなというふうに思

っておりますので、どうかよろしくお願いい

たします。 

 続けてよろしいですか。 
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○大平雄一委員長 はい。どうぞ。 

 

○渕上陽一委員 すみません。それと21ペー

ジ、児童生徒の健全育成費ということで、

(5)スクールロイヤーの活用事業ということ

で、いじめ予防授業や学校が抱える諸課題と

いうことで書いてありますけれども、私も、

昨年15校ぐらい学校を回らせていただいて、

学校の校長先生とか教頭先生とお話をさせて

いただきました。それは、スクールカウンセ

ラーとかスクールソーシャルワーカーという

ことでお話をさせていただいたんですけれど

も、そのとき一番気になったのは、今、本当

に学校の先生たち、今度新たな事業として、

教育の何かを事業されますけれども、その中

でお話があったのは、負担軽減、学校の先生

の成り手が少ないというのは、負担軽減とい

う言葉はよく聞くんですが、先生たちが子供

と向き合う部分については、全くそのような

負担軽減とか感じたことはないんだというお

話をされます。 

 一番言われるのは、やはり保護者との、や

はり保護者から来るクレームですよね。それ

で先生たちが心を壊したりですね。多分、そ

れがひいては学校の先生の成り手不足になっ

ているんだろうなというふうに思うわけであ

りますけれども、私は、１人の先生が３日も

４日も１週間も２週間もそのことを考える、

まあ考え込むということがないよう、もう何

か問題があったら、すぐ学校で校長先生がし

っかりその問題を引き受けて、もし難しいと

かそういうのがあったら、こういったスクー

ルロイヤーを活用してどんどんと先生たちが

苦しまぬでいいように、やはり専門家の知識

を借りて私は対処すべきだというふうに思っ

ておりまして、現在、そのスクールロイヤー

のこの活動、学校の先生たちが困って、何か

そういうことをそれこそ法律の先生に御相談

したというのは、件数的にどのくらいあるん

だろうかというふうに思って。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 今いただき

ました件に関しましては、スクールロイヤー

には、予防教室、そして教職員の研修、そし

て法律相談というこの３本立てでお願いして

おります。 

 この法律相談につきましては、今年度、26

件対応していただいています。昨年度は８件

ですので、昨年度よりもかなりやっぱり相談

の件数は増えているかなというふうに感じて

いるところです。 

 また、その体制につきましても、学校長か

ら、そして市町村の教育委員会、そして教育

事務所を通して私どものところに入ってまい

りますので、情報が入ってきましたら、すぐ

そちらのほうに対応していただくということ

で、日程の調整ですとか、場所等についても

検討しまして、相談しやすい体制は今のとこ

ろつくっているつもりではあるんですけれど

も、そこのところはうまく活用していただけ

ればというふうに思って事業は進めていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 やはり先生たちが保護者の

ことでその問題を抱え込むことがないよう

に、熊本県の教育委員会はそういったことに

はしっかり支えるんだと、背中を支えるんだ

というのをやはり打ち出していかないと、な

かなか学校の先生は、どんなに教師とはいい

ものだというのをアピールしても、そういっ

たものがあると、やはりなかなか成り手は増

えてこないんだろうというふうに思っており

まして、そこら辺はしっかり対応いただけれ

ばというふうに思っています。 

 もう１点、続けていいですか。 

 

○大平雄一委員長 はい。 
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○渕上陽一委員 最近、ニュースで子供の自

殺が500人を超えて過去最高になったという

ことで報道されておりましたけれども、この

自殺対策というのは、どのようなことを今や

られているのか、また、今の現状をお話しい

ただければというふうに思います。 

 

○野崎学校安全・安心推進課長 この予防に

つきましては、まずはＳＯＳの出し方の研究

ということで、毎年、学校を指定しまして、

まずはクラスづくり、そしてクラスの仲間づ

くりからスタートをして、最終的にはやはり

自分の悩みを自分の中で閉じ込めない、やは

りしっかり外に出そう、そして受け入れる側

もそれをしっかり受け入れて、そして次につ

なごうというふうな研究をしております。 

 今年度につきましては、熊本商業高校を研

究指定校にいたしまして、そして一番最後に

研究事業ということで県下の学校から集まっ

ていただいて、その授業を見学してもらっ

て、そして帰すということで、まずは、自分

の中で閉じ籠もるのではなくて、きちっとや

っぱりＳＯＳを出していこうという教育の充

実というものを今課としてはしっかり図って

いっているということと、そしてその相談体

制につきましても、やはり職員のほうも、そ

ういう相談を受けたならば、迅速に行動する

ということで、情報集約担当者というのを昨

年度から各学校に全部配置をいたしておりま

す。 

 これにつきましては、いじめがありました

ら、必ずその情報集約担当者に情報を集め、

そして学校の中で組織として動くということ

が円滑になるように、この人材を確保すると

いうことで入れております。ですので、学校

の中で何かありましたら、ここで積極的に動

いて、解決に向けてという形で動くというふ

うな取組を今しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○渕上陽一委員 しっかり取り組んでいただ

いて、熊本県から子供の自殺は絶対出さない

んだというぐらいしっかり頑張っていただき

たいなというふうに思っています。 

 実は、先日、占いの仕事をやられている方

が私のところにおいでになりました。これ

は、何で来られたかといいますと、昨年、自

殺の質問をしました。若い子供たちがどんど

んと自殺をするんだと、もう２回として自殺

をしないようにどうすればいいか、精神科の

先生たちが熊本県全体で取り組んでいらっし

ゃるわけでありまして、その質問をされてい

るのを聞いたからということで私のところに

おいでになりました。 

 その中身は、自分が今占いをしているけれ

ども、実質、その若い子たちが自分のところ

に来るのは占いじゃないんだと、学校の問題

とか、例えば、東京でもありましたけれど

も、若い子が男性のホストか何かに行ってめ

ちゃくちゃ借金をつくったと、そういうこと

も熊本で実質あっているということで、そう

いうことをやはりもう一回しっかり先生たち

が、先ほど言われましたように、受援力、自

分がこういうことで困っているんだというこ

とを発信できる子はいいんですけれども、で

きない子たちとか、やっぱりそういったとこ

ろに来ていらっしゃるということで、まあ、

私のところに来られたのは、その話とは別

で、実は、占いだったら自分はお金を取れる

けれども、占いじゃなくて自分の悩み事で相

談に来る子たちからはお金が取れないので、

休みの日とか、そういうのを使って、市の施

設を借りて相談会を自分はやっていると、そ

ういったところも、何とか私たちのほうで、

まあ施設を借りる、自分のお金で施設を借り

ていらっしゃいますものですから、そういっ

たことを自分たちがやるためには、そういっ

た占いをされている人たちで、交代交代でも

身の上話、まあ困った話を聞いてあげてやり

たいけれども、そういったお金は取れないん
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だろうかということで来られたわけでありま

す。 

 私が言いたいのは、やっぱり子供が困って

いる、受援力をつけるのは大事ですけれど

も、いかに子供たちの気づきに早く先生たち

が気づくかというのが一番大事だろうという

ふうに思っておりまして、本当に先生たち大

変でしょうけれども、頑張ってもらうしかな

いなというふうに思いますので、よろしくお

願いしたいというふうに思います。 

 

○大平雄一委員長 ほかに。 

 

○前田敬介委員 22ページの体育振興費、１

の学校体育振興費の部活動指導員配置事業の

件なんですけれども、これは、指導員の報酬

に充てるお金になるのか、それを組み立てる

ための費用になるのか。 

 また、今どの辺りまで、まあ、正直、自

分、荒尾市のバレーボール協会をしているん

ですけれども、なかなか指導員が見つからな

い状況で、変更もまだどうなっていくか分か

らない状況で頭抱えているところなんですけ

ども、どのような感じで進んでいるのかも含

めて教えていただければと思います。 

 

○平江体育保健課長 部活動指導員の配置事

業についてでございますけれども、これは、

御承知かと思いますけれども、部活動の競技

種目の専門性の充実、それと教職員の働き方

改革の推進、大きくこの２つの目的で、国の

事業を最大限活用しまして、本県としまして

も事業を展開しているところでございます。 

 部活動指導員の配置につきまして、まず、

お尋ねのありました配置の状況でございます

けれども、令和５年度に中学校63人、これは

県立中学校も含めてでございますけれども、

予定をいたしております。高校のほうが34名

を予定しているところでございます。 

 本年度の実績と比較しますと、令和５年度

は、中学校、高校合わせて12名の増員を予定

して、規模拡大をしながら充実を図ってまい

りたいというふうに考えているところでござ

います。 

 さらに、お尋ねがございました指導員がな

かなか見つからないというようなことでござ

いますけれども、各学校、例えば非常勤の教

職員の方でございましたり、あるいは学校に

は、この部活動指導員ではなくて、部活動の

指導をしている外部指導者の方々がおられま

す。さらに、地域の競技団体あるいは総合型

地域スポーツクラブで指導されている、そう

いった方々にお願いをしている状況がござい

ます。 

 ただ、一部の市町村においては、指導員が

なかなか見つからないというようなことで、

お話も市町村のほうからあってございますの

で、県の教育委員会のほうで指導者の、まあ

データバンクまではいきませんけれども、県

内各地にどの競技種目でどういう指導者がい

るというふうな情報を今集めまして、不足す

る市町村につきましては、こういう方がその

市町村とは必ずしもいきませんけれども、お

いでであるというふうな情報を提供しながら

この事業の充実を進めているところでござい

ます。 

 内容は以上でございます。よろしくお願い

します。 

 

○大平雄一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○池田和貴委員 じゃあ、すみません、もう

１点、教育政策課に聞きたいと思うんです

が、これは教育政策課かどうかちょっとあれ

なんですけれども、いろんな事業を説明して

いただきましたが、本年度の財源内訳で、特

定財源の中にその他とあるんですけれども、

今説明していただいた財源の中で、例えば企

業版ふるさと納税を使った財源を使っている
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事業ってありますか。 

 

○竹中教育政策課長 すみません。全てを網

羅しているわけではありませんけれども、高

校教育課の事業であったかと思います。 

 

○池田和貴委員 高校教育課の事業ではある

んですか。ちょっと教えてもらっていいです

か。 

 

○前田高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 先ほどちょっとお話になりました県立高校

の魅力化きらめきプランの中に、企業版ふる

さと納税で頂いたお金を活用させていただい

ているものがございます。 

 それから、あと産業教育に関しても、企業

版のふるさと納税をいただいて、産業教育の

ほうに使っていただきたいというような予

算、頂いたものはそちらで活用させていただ

いているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○池田和貴委員 分かりました。 

 企業版ふるさと納税がこの教育現場に使わ

れているということが、既にもう実例がある

ということを聞けてよかったなと思っていま

す。 

 といいますのも、教育現場も含めて、なか

なかその行政の予算だけでは対応できない部

分もたくさんあるんじゃないかと思うんです

が、今回、安藤忠雄さんがこども図書館を寄

附していただいたように、世の中には、やっ

ぱり子供の教育とかそういったことに対して

は、本当皆さん何とかしてやりたいというお

気持ちを持っていらっしゃる方は多いんじゃ

ないかと思うんですよね。そういう意味で

は、その教育のために、企業が企業版ふるさ

と納税を使ってやろうというのは、この受け

側が本当知恵を絞れば、いろんなところにい

ろんな企業からそういったものが集まるんじ

ゃないかなというふうに私は思うんですよ。 

 ですから、国のほうも、企業版ふるさと納

税をつくったのには、その企業の人たち、今

まで全体で税金を皆さんからいただいてそれ

を配分するんじゃなくて、それぞれの企業が

自分が納めた税金を使うことを明確化するこ

とによって、企業にとってもプラスになるよ

うなということも考えてつくられたというふ

うに思うので、これはぜひ、私は、教育委員

会として知恵を絞って、そういった皆さん方

の――これは、こっちから無理やりお願いす

ることじゃなくて、皆さん方が、魅力ある企

業が、いわゆる企業版ふるさと納税をして

も、自分たちにとってもいいしというのを考

えることが重要だと思うんですよね。それに

よって、私は、かなりやってくださる企業は

多いんじゃないかと思うんですけれども、ぜ

ひそこは頑張っていただきたいと思います。 

 教育長、むちゃぶりですみませんけれど

も、教育長は、行政から教育長になっていら

っしゃるので、知事公室長もされたので、今

私が勝手に言いましたけれども、それに対し

て所感があればちょっとお答えいただきたい

と思うんですけれども。 

 

○白石教育長 ありがとうございます。 

 池田委員おっしゃいますように、企業版ふ

るさと納税、それから一般のふるさと納税、

まあいろいろ寄附制度はありますけれども、

今高校教育課の例もありましたけれども、例

えば文化財の補修とかも、今、ほとんど寄附

金をいただいてやっているところ、永青文庫

とかもそうですけれども、それから一般のふ

るさと納税の寄附についても、特定の事業で

これに使ってほしいということじゃなくて、

教育に使ってほしいというメニューがあるん

ですね。それを選んで寄附していただいてい

る方もたくさんいらっしゃいますので、県の

予算の中には相当入っているんじゃないかと
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いうふうに思っていまして、そういう中で、

また今度、こども図書館につきましても、今

後、運営あたりは県民に参加していただく県

民参加型の図書館にしようということで、本

の募集、本の寄贈、それから運営費の募金も

今お願いしているところでありまして、県

も、県民一体となってそういった運営をしよ

うということですね。 

 ですから、明確に出てきてない部分はあり

ますけれども、相当数が、おっしゃいますよ

うに、賛同していただいている部分がありま

すので、今後も引き続き、そういった子供た

ちのための教育振興にお金を、理解いただけ

る方々にはまたお願いしながら、しっかり取

り組んでいきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 はい。分かりました。そう

いうふうに、今、企業版ふるさと納税が活用

されているということは分かりました。 

 これは、私が現場で、いろんなところで聞

く中で、例えば、いわゆる学校のハード整備

で本当はやりたいんだけれども、なかなか予

算がつかなくて困っているというような話も

聞くんですよね。例えば、高等学校で言う

と、私が要望を受けているのは、いわゆる学

生寮、寮の整備をしたいんだけれども、なか

なか予算が自分のところに回ってこないとか

というのもあるんですよね。 

 例えば、その子供たちの学生寮のために、

企業が少しそういったものを――メニューが

あればですよ。メニューがあれば、そういっ

たのに企業として、それを改修したり、建て

替えしたりするのに自分たちが少しお金を出

そうとかというのも、もしかしたらいらっし

ゃるかもしれないですね。 

 だから、ただ漠然と教育費ということで出

していただける方もいらっしゃいますけれど

も、そういう具体的なメニューを出しながら

やっていくというのもいいと思いますし、も

しそういうのをやってもらえれば、例えばそ

この卒業生で金銭的に余裕のある方とか企業

経営者になられた方とか、そういった方が自

分たちの企業版ふるさと納税を出すところと

いうののきっかけづくりになる可能性もある

んじゃないかと思うんですね。 

 そういった意味では、広く視野を持ってや

っていただきたいと思いますし、あと、寄附

を受けるとなると、先ほど安藤忠雄さんが寄

附していただいたことによって、条例の改正

とか――条例かな。というのをやるようにな

るわけね。だから、受け側の、何かあったと

きに、こういう変更をしなきゃいけないから

ちょっとやめましょうじゃなくて、そういっ

たことも想定しながら積極的に受け入れる体

制を取っていくほうが、県にとっても、そこ

で学ぶ人たちにとってもいいんじゃないかと

思うので、そこはぜひ積極的に受け入れると

いう体制で頑張っていただきたいというふう

に、いろんなところからしていただきたいと

いうふうに思います。これはもう要望です。 

 

○大平雄一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

   (｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○大平雄一委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第33号、第37号、第41号、第63

号から第67号まで、第69号及び第71号につい

て、一括して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

(｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○大平雄一委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第33号外９件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

   (｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○大平雄一委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第33号外９件は、原案のとおり
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可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

   (｢はい」と呼ぶ者あり） 

○大平雄一委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から、報告の申出が３件あっており

ます。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後に、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○内田交通企画課長 交通企画課でございま

す。 

 私から、熊本県手数料条例の一部を改正す

る条例の制定及び熊本県の交通安全水準のさ

らなる向上に関する宣言決議後の状況につい

て御報告いたします。 

 説明資料、その他報告事項の１ページを御

覧ください。 

 この熊本県手数料条例の一部を改正する条

例につきましては、総務常任委員会の付託議

案として御審議いただいておりますが、その

一部が県警察に関するものであることから御

報告いたします。 

 今回の改正は、道路交通法の一部改正によ

り、特定自動運行に係る許可制度が新設され

ることに伴い、事務手続に手数料の徴収が必

要なことから、手数料条例において、新たに

手数料を設ける規定を整備するものです。 

 新設する手数料は、資料の３の内容に記載

しておりますとおり、(1)のアの特定自動運

行許可申請手数料とイの特定自動運行計画変

更許可申請手数料の２つの規定です。 

 アの特定自動運行許可申請手数料について

は、運転者がいない、いわゆる自動運転レベ

ル４に該当する特定自動運行を行おうとする

場合、実施者は、本県公安委員会に特定自動

運行計画等を記載した申請書を提出し、許可

の申請を行うことになります。この手数料

は、７万9,200円になります。 

 イの特定自動運行計画変更許可申請手数料

については、許可を受けた特定自動運行計画

に変更が生じた際には、実施者は変更の許可

の申請を行うことになります。この手数料

は、７万8,500円になります。 

 手数料の金額は、いずれも地方公共団体の

手数料の標準に関する政令で定められる金額

であり、全国統一となっております。 

 以上が熊本県手数料条例の一部を改正する

条例の内容であります。 

 なお、本改正に伴う手数料に関する規定

は、改正道路交通法の施行と合わせ、(2)の

とおり、令和５年４月１日から施行すること

としています。 

 また、今回の熊本県手数料条例の一部改正

に伴い、(3)のとおり、熊本県収入証紙条例

も所要の改正を行っております。 

 次に、説明資料、その他報告事項の５ペー

ジを御覧ください。 

 熊本県の交通安全水準のさらなる向上に関

する宣言決議後の状況について御報告いたし

ます。 

 まず、決議に至った経緯ですが、資料の１

に記載しておりますとおり、令和２年中の交

通事故死者数が、統計を取り始めた昭和23年

以降、最少の46人となったことから、この機

会を捉え、さらなる交通死亡事故の減少を目

指すため、県民一丸となった交通安全への取

組の必要性を各方面に説明しておりましたと

ころ、県議会の御理解の下、資料の３の決議

で示された取組事項に記載しております(1)

の歩行者の安全確保から(4)までの４つの項

目で構成される交通安全宣言を令和３年２月

定例会最終日に議決いただきました。 

 議決後は、パトロールや指導取締り、交通
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安全教育、関係機関と連携した道路環境の整

備等に努めてまいりましたところ、令和３年

中の交通事故死者数は、さらに減少し、39人

と過去最少となりました。 

 次に、宣言決議の成果について説明いたし

ます。 

 説明資料の６ページを御覧ください。 

 参考となる指標や実施した取組などを記載

しておりますので、主な取組内容を説明いた

します。 

 この中でも、特に重点を置いて取り組んだ

(1)の歩行者の安全確保については、左側の

グラフになりますが、毎年、ＪＡＦが実施し

ております信号機のない横断歩道における車

の一時停止率の調査において、平成30年当初

は１桁台であった停止率が、昨年は57.3％ま

で上昇し、全国で５位、九州では１位を記録

いたしました。 

 次に、右側のグラフの交通安全施設等整備

に関する予算については、横断歩道標示の補

修などの予算を、令和４年度は、令和３年度

と比較して約１億円増額いただきました。 

 摩耗していた横断歩道を見やすく整備する

ことは、歩行者の交通事故を抑止する上でも

重要な対策となります。予算の増額に対する

御支援、ありがとうございました。 

 そのほかにも、(2)から(4)につきまして

は、それぞれ右側に添付しております写真の

とおり、テレビＣＭ放送のほか、広報啓発用

品や動画の制作といった取組を実施し、飲酒

運転の根絶、シートベルトの全席着用、自転

車利用者のマナーアップの広報啓発に努めて

まいりました。 

 しかし、昨年は、交通事故死者数が53人と

増加に転じてしまいましたので、本年は、引

き続き交通安全施設の整備を進めるほか、パ

トロールや指導取締りをはじめ、関係機関、

団体と連携した交通事故抑止活動を強化して

まいります。 

 報告関係は以上でございます。 

 

○藤岡義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 夜間中学の開校準備の状況について御報告

をいたします。 

 お手元の説明資料、括弧書きでその他報告

事項を御覧ください。 

 １ページをお願いいたします。 

 １、夜間中学入学希望事前調査についてで

ございますが、この調査は、夜間中学で使用

する教材、また、備品等の準備のため、入学

希望者の大まかな人数を把握する必要がある

ことから、令和４年11月27日から令和５年１

月31日まで実施いたしました。 

 調査に当たりましては、市町村及び福祉関

係機関等約1,000か所に対し、英語、韓国

語、中国語、ベトナム語のチラシ各2,500枚

を含む、総数３万5,000枚の回答用はがきつ

きのチラシを配布したほか、ポスターやＳＮ

Ｓを活用した情報発信を行いました。 

 また、回答方法につきましては、返信用の

はがき以外に、スマートフォンからも回答が

できるような、インターネット上に５か国対

応の入力フォームも設けるなどを行いまし

た。 

 (2)の調査結果でございますけれども、集

まった回答は全部で43件で、そのうち「是非

入学したい」と回答した方が24人、「どちら

かと言えば入学したい」という方が８人、ま

た「まだ分からないが興味はある」という方

が11名という結果でございました。 

 また、居住地別では、中学校を設置する熊

本市が17名で約40％を占めています。年代別

では、10代から30代までの比較的若い世代が

34名で約79％でございました。また、外国語

を使用する方が12名、約28％という状況でご

ざいました。 

 今後、この調査結果を参考にしながら、令

和６年４月の開校に向けて準備を進めてまい

りたいというふうに思っております。 
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 右側２ページのほうをお願いいたします。 

 ２、今後のスケジュール(案)についてでご

ざいます。 

 まず、条例、規則についてですが、６月の

定例会において、夜間中学設置に関する熊本

県立学校条例の改正について提案を予定して

おります。また、その他必要な規則の整備を

行うこととしております。 

 生徒募集については、７月に入学説明会を

開催し、８月から募集を開始します。その

後、面談を経て12月に入学者を決定し、生徒

一人一人の状況に合った学年、コース編制を

行います。 

 教育課程につきましては、生徒募集開始に

間に合うよう編成作業を進めます。 

 校章、校歌の制定につきましても、併せて

準備を進めてまいります。 

 最後に、施設についてでございますが、９

月県議会において、湧心館高校の敷地内に新

たに整備する校舎の取得についてお諮りする

予定としています。 

 下段には、参考として、昨年10月時点での

全国の夜間中学設置、検討状況を掲載してい

るところでございます。 

 義務教育課の報告は以上でございます。 

 

○大平雄一委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 

○城下広作委員 夜間中学の件でございます

が、例えば、先ほど現在の小中学校の不登校

の生徒の数を確認したら、4,100ぐらいの合

計でした。 

 以前からずっとこれは、2003年からずっ

と、不登校の子供さんがいて、結果的に小学

校、中学校、形は義務教育だから卒業はして

います。だけど、実質の勉学はやっていな

い、そういう方に対してこの夜間中学という

のは大事だということで、議会でも訴えさせ

ていただきました。 

 それで、定員は60名なんですよ。１年、２

年、３年、20、20、20で。私は、もっと希望

する人は多いのかなと思っておりましたが、

この数字からいくと、ちょっと今定員を、入

学したいというのがちょっと割れるなと思っ

て。 

 それで、例えば、これで一番人口の多いの

が熊本市なんだけれども、17名、天草は何で

14名と多いのか分かりませんけれども、これ

から見たとしても、何かしら熊本市とか、こ

の郡部のほうが意外と多いんですね。だか

ら、情報の発信とか、これに何かちょっと問

題があるのか、それとも統計の取り方として

どうだったのかなというのもあります。 

 本来なら、熊本市がもっと多いのかなとい

うイメージはあるというふうに自分自身は感

じるんですけれども、ここら辺も、せっかく

来年４月にオープンするわけですから、これ

だけ不登校でなかなか義務教育をちゃんと卒

業できてない子がたくさんいると推測される

と、こういう場所をしっかり利用するとい

う、せっかくつくるんだったら、まして九州

で県立なんかは熊本が最初でございます。全

国的にも県立の中学なんて少ないんですよ。

これは、もう少し情報の発信の在り方という

のを力を入れてやるべきじゃないかと思いま

すが、どうでしょうか。 

 

○藤岡義務教育課長 委員御指摘のとおり、

これから先、やはり一番大事なのは、周知広

報活動だというふうなところを認識しており

ます。 

 今回の入学希望事前調査におきましても、

例えば、熊本市のＬＩＮＥ広報を活用させて

いただいたりだとか、また、近隣の市町村

も、ＳＮＳのほうを使用されているところ

は、そちらのほうに掲載していただくだと

か、そういうふうな取組を進めたところでご

ざいました。 
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 ただ、本当に誰一人取り残さないという視

点で、しっかりといろんな媒体、参加して集

まるシンポジウム等もそうでございますけれ

ども、今回、本課のほうでも、ツイッター、

また、フェイスブックでそれを開設しており

ますので、そういうところでもしっかりと情

報発信、また、これは、特に人数としては、

熊本市が一番多くなるというふうに想定して

おりますので、熊本市教委ともしっかりと連

携をしながら周知広報に努めていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 ぜひ頑張っていただきたい

と思います。 

 以上です。 

 

○末松直洋委員 関連でよろしいでしょう

か。 

 今の城下先生の質問に関連するんですけれ

ども、昨年パレアであった夜間中学シンポジ

ウムに私も参加させていただきました。 

 その中で、講師の先生たち、当時設置とか

運営に関わった夜間中学の関係の先生たちの

お話の中で出たのが、入学するまでに相当や

っぱり入学希望者の皆さんは悩んでおられる

と、入学しようかしまいか、ずっと心の中で

葛藤があるということをお話をされました。 

 現在、事前調査では、オンラインとかそう

いった形でやられているということですけれ

ども、やはりちょっと後押しをしていただけ

れば、思い切って入学してみようかなという

ことになると思いますので、そこら辺、今

後、その事前調査も何回かやられるんでしょ

うけれども、対面にされていくのか、このま

まオンラインでいくのか、そこら辺どのよう

に考えておられますか。 

 

○藤岡義務教育課長 すみません。今オンラ

インという話、これは周知広報ということで

しょうか。それとも、実際の夜間中学でのそ

の授業がオンラインというような…… 

 

○末松直洋委員 いや、違う。その事前の調

査。 

 

○藤岡義務教育課長 申し訳ございません。 

 これは、もう様々な媒体で、もちろんＳＮ

Ｓ、オンラインも使うんですけれども、実際

に足を運んで周知広報を図っていきたいと。 

 事実、今回の入学希望事前調査につきまし

ても、国際交流会館のほうで集まるイベント

があっているときに担当の者が行って説明を

したりだとか、また、あるベトナムの方だっ

たかと思うんですが、いわゆるそのコミュニ

ティーでレクリエーションをされていると、

仕事が終わった後ですね。それが体育館で行

われているからということで、そこにちょっ

と足を運んで説明をさせていただいたりだと

か、そういうことを今行っているところでご

ざいました。 

 こういう場をいろいろ見つけながら、実際

に足を運んで進めてまいりたいなというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

 

○末松直洋委員 ぜひ対面で進めていただく

ようお願いします。 

 それと、入学希望者が、20代、30代が一番

多いということでありますが、やはり学び直

し、中学校で、例えば不登校だったり、学習

が足りなかったということで、もう一回学び

直しをしたいという方たちがかなり多いんだ

ろうと思います。蒲島知事が掲げる誰一人取

り残さないという精神が、ここで発揮できる

と思いますので、ぜひ夜間中学、期待してお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○大平雄一委員長 ほかに質疑はありません



第７回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（令和５年３月13日) 

 - 33 - 

か。 

   (｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○大平雄一委員長 なければ、これで報告に

対する質疑を終了いたします。 

 次に、その他に入ります。 

 ここで、令和４年度教育警察常任委員会に

おける取組の成果について御説明します。 

 12月の委員会でも御報告しましたが、この

取組の成果は、今年度の当委員会の審議の中

で、委員から施策の推進に向けて提起された

様々な課題や要望等の中から、執行部の取組

が具体的に進んでいる主な項目を取り上げ、

この３月に県議会のホームページで公表する

ものです。 

 項目の選定については、御一任いただきま

したので、池永副委員長及び執行部とで協議

しまして、当委員会としては、６項目の取組

を上げた案を作成いたしました。 

 もちろん、ここに記載の項目以外の提案さ

れた課題や要望等についても、現在執行部で

検討等を続けておられますが、ここに上げた

項目は、私と執行部との協議により、施策の

取組が進んだものなど、代表的なものを選定

しております。 

 それでは、現在の執行部の取組や状況の部

分も含めて、この案につきまして何か御意見

はございますか。 

   (｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○大平雄一委員長 最後に、その他で委員の

皆様から何かありませんか。 

 

○岩田智子委員 すみません。今年度最後

で、来年度に向けての最後の委員会になりま

すので、家庭教育支援条例の件についてちょ

っと伺いたいことが幾つかあるので、よろし

くお願いします。 

 家庭教育支援条例、熊本県が日本で最初に

できたということもありますし、統一教会関

係のいろんなマスコミ報道でも、何かそれの

関係があるんじゃないかとかいろいろあっ

て、県民の皆さんの中から、私のところに

も、この家庭教育支援条例がどういうものな

のかとか、どんな取組をしているのかとか、

いろいろ尋ねられることが多くあります。 

 私のほうも、私が議員になる前にできまし

たので、ずっと歴史的なことも調べました

し、検討委員会の中でいろんな話をされて、

この条例ができたことも分かりましたので、

その都度説明をしているんですけれども、ど

うしても幾つか聞きたいので教えてくださ

い。 

 １つ目は、家庭教育支援条例の17条に、科

学的知見に基づく家庭教育に関する情報とい

うのを提示するというふうに書いてあります

が、この科学的知見がちゃんとあるのかどう

かというのを聞かれたので、そういう情報を

ちょっと幾つか教えてほしいということで

す。 

 それから、13条に親になるための学びとい

うのがあります。この件について、最近、令

和４年度に岡山県が条例をつくりましたけれ

ども、やはり多様性を尊重する今、この時代

で、親になるための学びと規定するのはいか

がなものかということで、親になる選択をし

た場合のための学びというふうに岡山県はつ

くったんですね。そのことについて、熊本

県、どういうふうに思っていらっしゃるかな

ということ。 

 それから、13条のこの親になるための学び

について、取組の主なものを、まあ幾つか、

１つか２つ大きなものを教えていただきたい

と思います。 

 以上３点、すみません。 

 

○三角社会教育課長 社会教育課でございま

す。 

 委員のまず御質問いただきました家庭教育

支援条例第17条に規定いたします「科学的知

見に基づく家庭教育に関する情報の収集、整

理、分析及び提供」という、こちらのことに
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ついて御説明させていただきます。 

 まず、就寝時刻の変化による成長ホルモン

の分泌の違いや朝食摂取の有無による学力へ

の影響など、国の調査データで明確に子供の

成長に影響を与えていることが示されており

ます。 

 この内容につきましては、社会教育課のほ

うで作成をしております「親子で身につけよ

う！生活リズム」というチラシの中におきま

して、こちらを提示させていただいておりま

す。 

 こちらのチラシは、親の学び講座等で活用

しているものでございますが、先ほど申し上

げましたように、睡眠による成長ホルモンの

分泌の違いと朝食摂取と教科ごとの正答率等

のデータを、これは国の調査等のデータでご

ざいますが、そちらを提示させていただいて

いるところでございます。 

 当県教育委員会におきましては、10時前就

寝、朝食摂取の調査を毎年度行い、子供の生

活の実態を調査するとともに、規則正しい生

活に関する理解や実施促進のための啓発資料

の作成、広報啓発、これはチラシとかオンデ

マンドの動画等でございますが、そういうも

のも作成し、情報提供をしているところでご

ざいます。 

 また、親の学びトレーナー研修におきまし

ても、科学的知見に基づいた親の学び講座を

進めるための研修等も実施をしているところ

でございます。 

 続きまして、13条の親になるための学びに

ついてお答えをさせていただきます。 

 当該13条に規定する親になるための学び

は、子供が家庭の役割、子育ての意義、その

他将来親になることについて必要なことを学

ぶことを想定しているものでございますが、

これは、親になることを強制したり、特定の

考えや生き方を押しつけたりしているもので

はございません。 

 親になることは、中高生にとっては、選択

肢の一つでございます。男女共同参画や多様

性の視点から、男女等に関係なく子育てを行

うことが必要とされておりますし、また、子

供を産むという選択をしない場合でも、親権

を行う者や未成年後見人等の、この当該条例

で定めるところの保護者になったり、子供を

監護する職業を選択したりすることも考えら

れます。 

 このようなことから、将来どのような選択

をしても困らないような幅広い知識を習得さ

せるということが大事であると考えておりま

す。 

 また、さらに、地域全体で子育てを支援す

るため、地域で子育てを支える大人になって

ほしいことから、中高生にとって必要な学び

と考えております。 

 このように、当該条例13条に規定する親に

なるための学びは、親になる選択をした場合

のための学びだけではなく、家庭教育や子育

てを支援する人材の育成という意味もあり、

幅広く捉えているところでございます。 

 続きまして、13条に規定をしております親

になるための学びについて御説明をさせてい

ただきます。 

 こちらは、実際には、間もなく大人になる

生徒たちに、大人になったとき、親になった

ときという視点をベースに、そのときに必要

な自立とコミュニケーションをメインテーマ

にプログラムを構成しております。 

 主なものといたしましては、親がこうある

べきとかいうことを学ぶのではなく、学級生

活や総合的な学習の時間の中で、広く大人に

なったときに身につけておくべきこと、例え

ば、将来の夢の実現に向けて考えるとか、交

通ルールとかスマートフォンの使い方とかお

金の使い方など、こういうことをテーマに皆

で話し合うような、そういうプログラムも実

施しているところでございます。 

 また、この当該条例は、庁内横断的に実施

をしておりまして、令和４年度におきまして
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は、５部局18課71施策で進めているところな

んですが、関係課におきまして、この親にな

るための学びといたしまして、保育体験の推

進とか思春期の性と性を育む授業の推進、そ

れから食の安全に関する学習機会の提供など

も進めているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○岩田智子委員 詳しく答弁いただきまし

て、ありがとうございます。 

 私のほうも、やっぱり子供たちがこれから

大人になるために、今言われたように、家庭

の中だけではなくて、地域とか、自分がその

社会的な立場で自立をしたり、地域に貢献で

きるような大人になるということで、多様性

を広げているという、認め合うということを

おっしゃっていただいて、そういう方向でこ

の支援条例、しっかり活用していただきたい

なというふうに思っていますので、今回、ち

ょっと私もどうなのかなと思っていた部分も

あって、質問をさせていただきました。 

 早寝早起き、朝御飯というのを、チェック

表を私も現場の教員のときにずっとさせてい

ました。そのチェックをすることで、やっぱ

り朝御飯を食べていこうとか、早寝しようと

いう子はある程度いるんです。でも、実際、

最終的には、やっぱりそこに格差が生まれて

しまって、もう全然変わらないところとやっ

ぱりどんどんよくなろうというところ、その

できないところにやっぱりちょっと焦点を当

てなければいけないし、それこそ、さっきか

ら言われているように、誰一人取り残さない

というようなところでもありますので、やっ

ぱり学校の先生たちにも、その辺もしっかり

浸透させていただきたいなと思っています。

今課長が言われたような考え方を浸透させて

いただきたいなと思っています。 

 以上です。長く取りましてすみませんでし

た。 

 

○城下広作委員 端的に聞きます。 

 保育士の方とちょうどお会いして意見を聞

く機会があったものですから、確認をしたい

と思います。 

 今この時期、幼稚園、保育園、そして４月

から小学校に上がる。保育士の方々が、子供

の特徴をよく知っているんですね。この子

は、ちょっと発達障害の気があるとなったと

きに、あんまり叱ってはいけないというふう

に自分たちはずっとそのことを考えて努力し

てといいますか、保育をしてきたと。そし

て、そのままその情報を小学校に伝えるとい

うような形で、結果的にそれがペーパーで報

告書みたいな格好になって、それがそのまま

担任が誰なのか分からないというような形

で、それが生かされないケースがある。怒っ

てはこの子はパニックするんだということ

が、１つ注意書きであっても、結果的に小学

校が受皿になっていったときには、そのこと

が生かされずに、ある意味では、ちょっと行

動がのろいとかなんとかで怒ってしまう。そ

れが、逆に言えば、大事な情報として伝えた

のに生かされないというケースがあるんです

がということなんですが、現状として、小学

校で受け入れるときに、そういう情報とか、

保育士の方とかと懇談をするとかって、こう

いうふうな形の連携というのはあっているの

かどうなのか、そこをちょっと確認させてく

ださい。 

 

○宮本特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 幼保小の連携ということでございますが、

就学前の子供さんの実態、状況については、

基本的に市町村の教育委員会が中心になりま

して実態把握をしております。 

 ただ、市町村の教育委員会のみではなく、

当然学校も、教育委員会と一緒になりまし

て、実際に保育園に出向いて、その子供さん

の保育園での生活の状況を見させていただい
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たりとか、そういった実際に現認するよう

な、目で見て確かめるような実態の把握をし

ていただくように、こちらからもお願いを申

し上げているところでございます。 

 ただ、実際に就学前の保育園時代につくっ

ていた計画が、そのままペーパーで学校に上

がりましても、なかなか中身の実態という

か、そこが伝わりにくいという状況がござい

ますので、先ほどの現認については、徹底し

てやっていただくように、市町村教育委員会

とも話をしながら連携を進めているところで

ございます。 

 

○城下広作委員 ということで、私に相談を

された方は、それがなされてない、また、先

生によって差がある、地域によって差があ

る、そういうことを同じ保育士同士で情報交

換をして、それがどうもばらつきがあるから

どうにか改善してくれということで、あえて

質問しました。 

 だから、指導性はそうあっても、現場では

凸凹があったりとか、個人によっては、その

辺の先生によっては、全然その辺の力量とい

うか、対応が違うという現状があるというこ

とだけは理解をしとってもらいたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

○大平雄一委員長 ほかに何かありません

か。 

   (｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○大平雄一委員長 以上で本日の議題は全て

終了いたしました。 

 それでは、これをもちまして第７回教育警

察常任委員会を閉会します。 

  午後０時26分閉会 

 

○大平雄一委員長 なお、本年３月末をもっ

て退職される方が、本日５名出席されており

ます。５名の方々に一言ずつ御挨拶をいただ

ければと思っておりますが、委員の皆様、よ

ろしいでしょうか。 

   (｢はい」と呼ぶ者あり） 

○大平雄一委員長 それではまず、警察本

部、髙光生活安全部長から。 

(髙光生活安全部長、開田刑事部長～竹

内参事官の順に挨拶) 

○大平雄一委員長 お疲れさまでした。 

 本年度最後の委員会でございますので、一

言御挨拶を申し上げます。 

 この１年間、池永副委員長をはじめ委員各

位の御協力をいただきながら、委員会の活動

を進めてまいりましたが、委員各位におかれ

ましては、県政の抱える重要な諸課題につき

まして、終始熱心な御審議を賜り、誠にあり

がとうございました。 

 山口警察本部長、白石教育長はじめ執行部

の皆様におかれましては、常に丁寧な説明と

答弁をいただき、心から厚く御礼申し上げま

す。 

 また、この３月をもって勇退される方にお

かれましては、長い間県政に携わっていただ

き、御苦労さまでございました。 

 今後とも、県政発展のため、変わらぬお力

添えをいただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

 最後になりましたが、委員各位並びに執行

部の皆様の今後ますますの御健勝と御活躍を

祈念いたしまして、簡単ではございますが、

御挨拶とさせていただきます。 

 お世話になりました。(拍手) 

 副委員長からも挨拶をお願いします。 

 

○池永幸生副委員長 大平委員長の下で１年

間働きをさせてもらいました。感謝申し上げ

ます。 

 また、執行部の皆様、そして委員の皆様、

本当に感謝します。ありがとうございまし

た。 

 死ぬ気で委員長を支えようと思ったけれど
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も、なかなかできた委員長で、する場面があ

りませんでした。また、その分努力して、皆

さんとともに仕事ができることを、挨拶の代

わりとさせてもらいます。 

 ありがとうございました。(拍手) 

 

○大平雄一委員長 以上で終了いたします。 

 大変お疲れさまでした。お世話になりまし

た。 

  午後０時31分 
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